
 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 

 

八代市議会総務委員会記録 
 

 

 

 

 

 

審 査 ・ 調 査 案 件  

 

１．３月定例会付託案件 ……………………… ２ 

１．所管事務調査 ………………………………５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 3 月 1 4 日（月曜日）



 

－1－

総務委員会会議録 

 

令和４年３月１４日 月曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ４時４２分閉議（実時間３０４分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第１３号（関係分） 

１．議案第５号・令和３年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計補正予算・第２号 

１．議案第８号・令和４年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第４５号・令和４年度八代市一般会計

補正予算・第１号（関係分） 

１．議案第１４号・令和４年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

１．議案第２１号・専決処分の報告及びその承

認について（令和３年度八代市一般会計補

正予算・第１１号（関係分）） 

１.議案第２２号・熊本県市町村総合事務組合

の共同処理する事務の変更及び規約の一部

変更について 

１.議案第２６号・八代市職員定数条例の一部

改正について 

１.議案第２８号・八代市長等の給与に関する

条例の一部改正について 

１.議案第２９号・八代市一般職の職員の給与

に関する条例等の一部改正について 

１.議案第３０号・八代市成年後見制度利用促

進審議会条例の一部改正について 

１.議案第３１号・八代市職員の育児休業等に

関する条例の一部改正について 

１.議案第３２号・八代市報酬及び費用弁償条

例の一部改正について 

１.議案第３３号・八代市消防団員等公務災害

補償条例の一部改正について 

１.議案第３４号・八代市個人情報保護条例の

一部改正について 

１.議案第３５号・ふるさと八代元気づくり応

援基金条例の一部改正について 

１.議案第３６号・八代市土地開発基金条例の

廃止について 

１.議案第３７号・八代市手数料条例の一部改

正について 

１.陳情第３号・地方たばこ税を活用した分煙

環境整備について 

１．所管事務調査 

 ・行財政の運営に関する諸問題の調査 

 ・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調

査 

 （八代市デジタル化推進基本計画について） 

 （第三次八代市行財政改革大綱の一部見直し

について） 

 （八代市ケーブルテレビ事業におけるインタ

ーネットサービスの終了方針について） 

 （令和４年度組織機構再編の概要） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  古 嶋 津 義 君 

副委員長  髙 山 正 夫 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  堀   徹 男 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 財務部長       尾 﨑 行 雄 君 

  財務部次長     岩 瀬 隆 敏 君 

  納税課長      坂 井 宏 全 君 
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  財政課長      續   良 彦 君 

  市民税課長     山 内 真奈美 君 

  理事兼資産税課長  機   智三郎 君 

  財産経営課長    山 本 浩 司 君 

 経済文化交流部 

  理事兼観光・クルーズ振興課長 南   和 治 君 

 市長公室長      佐 藤 圭 太 君 

  国際課長      緒 方   浩 君 

  人事課長      田 中 博 己 君 

 総務企画部長     稲 本 俊 一 君 

  総務企画部次長   廣 兼 和 久 君 

  デジタル推進課長  鋤 田 敦 信 君 
 
  デジタル推進課 
            坂 本 友 和 君 
  行革・デジタル推進係長 
 

  危機管理課長    西 村 一 章 君 

  文書統計課長    加 来 康 弘 君 

 市民環境部長     谷 脇 信 博 君 
 
  市民活動政策課長 
            吉 井 光 博 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

  市民課長      上 角 愛美子 君 

 部局外 

  議会事務局長    岩 﨑 和 也 君 

   議会事務局次長  増 田 智 郁 君 

                              

○記録担当書記     村 上 政 資 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、定刻とな

り、定足数に達しましたので、ただいまから総

務委員会を開会いたします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

 なお、令和２年７月豪雨に関連する予算、事

件、条例案等につきましては、特別委員会に付

託となりますので、御承知おき願います。 

                              

◎議案第１号・令和３年度八代市一般会計補正

予算・第１３号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、 初に予

算議案の審査に入ります。 

 まず、議案第１号・令和３年度八代市一般会

計補正予算・第１３号中、当委員会関係分を議

題とし、説明を求めます。 

 それでは、歳入等及び歳出の第２款・総務

費、第１２款・諸支出金について、財務部から

説明を願います。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部の尾﨑でございます。 

 総務委員会に付託されました議案につきまし

て、総務委員会審査案件に従って説明をさせて

いただきたいと思いますが、まず、予算議案の

説明につきまして、一般会計は全体の歳入及び

歳出での総務費、その他関係分について岩瀬財

務部次長、議会費は増田議会事務局次長、消防

費については廣兼総務企画部次長が説明いたし

ます。なお、ケーブルテレビ事業特別会計につ

いては、鋤田デジタル推進課長が説明いたしま

す。 

 次に、事件議案のうち、専決処分の報告その

承認については岩瀬財務部次長、その他の事件

議案及び条例議案につきましては、それぞれの

担当課長が説明いたします。 

 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の岩瀬でございます。よろしくお願

いいたします。失礼しまして、着座にて説明さ

せていただきます。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

１号・令和３年度八代市一般会計補正予算・第

１２号改め第１３号をお願いいたします。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ３９億４４２０万円
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を追加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ、

改め７８５億７４５５万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正を、第３条

で債務負担行為の補正、第４条で地方債の補正

をお願いしておりますが、内容につきましては

４ページから８ページにかけて記載した表で説

明いたします。 

 それでは、４ページをお願いします。 

 まず、第２表、繰越明許費補正でございます

が、本年度内の完了が見込めない事業につい

て、繰越明許費の設定を行っております。 

 １ 追加として、上段の款２・総務費から項

１・総務管理費のうち、復興推進事業４４４０

万円は、今回の補正予算に計上している坂本地

区の宅地かさ上げなどでございますが、年度内

の事業完了が見込めませんので、繰り越すもの

でございます。 

 次の新庁舎移転事業２４６万３０００円は、

既存備品の廃棄処分の委託について、適切な委

託期間を確保するために繰り越すものでござい

ます。 

 次の款３・民生費、項１・社会福祉費のう

ち、福祉総合システム運用事業９０６万円は、

福祉総合システム更新業務委託において、新型

コロナウイルス感染症の影響による世界的な半

導体不足により、履行期間内の機器納品が困難

となったため、繰り越すものでございます。 

 次の地域介護・福祉空間整備等交付金事業７

７３万円は、対象施設である小規模多機能ホー

ムこうだの非常用自家発電機設置工事が新型コ

ロナウイルス感染症の影響による資機材の供給

遅れのため、年度内の完了が困難となり、繰り

越すものでございます。 

 次の項２・児童福祉費のうち、放課後子ども

環境整備事業２１４９万３０００円は、対象施

設であるわかみやジュニアクラブの改築工事が

新型コロナウイルス感染症の影響による資機材

不足のため、年度内の完了が困難となり、繰り

越すものでございます。 

 次の子育て世帯等への臨時特別給付金給付事

業１７１０万円は、支給対象となる３月３１日

までの出生児童等で令和４年度支給が見込まれ

ること、また、基準日以降に離婚等により支給

対象とならなかった子供の養育者についても、

４月３０日を申請期限として給付対象となるこ

とが見込まれているため、繰り越すものでござ

います。 

 次の款５・農林水産業費、項１・農業費のう

ち、農業委員会事務事業６０万円は、国の１次

補正に伴い、今回の補正予算に計上し、タブレ

ット端末を導入するものでございますが、年度

内での納品が見込めませんので、繰り越すもの

でございます。 

 次の担い手確保・経営強化支援事業７３０９

万９０００円は、国の１次補正に伴い、農業用

機械等の導入について補助するものですが、年

度内での事業完了が見込めませんので、繰り越

すものでございます。 

 次の畑作構造転換事業７３１万１０００円

は、導入機械の製造に係る電子部品の調達につ

いて、新型コロナウイルス感染症の影響により

半年以上の期間を要するため、年度内の完了が

困難となり、繰り越すものでございます。 

 次の市内一円土地改良整備事業４５６万３０

００円は、農繁期の取水時期等の調整や新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響並びに入札不調

等により、年度内の完了が困難となったため、

繰り越すものでございます。 

 次の地籍調査事業１億８２８６万円は、国の

１次補正に伴い、令和４年度実施予定の一部を

前倒しして行うため、繰り越すものでございま

す。 

 ５ページをお願いします。 

 項３・水産業費の水産物供給基盤機能保全事

業２５５０万円は、大鞘漁港の補修工事の実施

に当たり、ノリの種つけやシラスウナギ漁の期
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間について、工事の中断等の要望があったた

め、年度内の完了が困難となり、繰り越すもの

でございます。 

 次の款７・土木費、項１・土木管理費の民間

建築物耐震化促進事業１７４０万円は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で資材確保が困難と

なり、工期が遅れ、年度内の完了が困難となっ

たことから繰り越すものでございます。 

 次の項２・道路橋梁費のうち、橋梁長寿命化

修繕事業１億６３６３万円は、国の１次補正に

伴い、令和４年度実施予定の一部を前倒しして

行うものに加え、関連工事の遅れなどにより年

度内の完了が困難となったことから繰り越すも

のでございます。 

 次の市内一円橋梁改修事業３４４５万８００

０円は、設計変更や工法検討、資材の納入に日

数を要したことにより、年度内の完了が困難と

なったことから繰り越すものでございます。 

 次の項５・都市計画費のうち、西片西宮線道

路整備事業９８００万円は、国の１次補正に伴

い、令和４年度実施予定の一部を前倒して行う

ため、次の市内一円都市下水路整備事業２６１

０万円は、農業関係者の了承を得て施工期間を

設定したものの入札不調となり、工事着手まで

日数を要したため、次の公園施設長寿命化対策

支援事業２０００万円は、国の１次補正に伴

い、令和４年度実施予定の一部を前倒して行う

ため、いずれも繰り越すものでございます。 

 次の款９・教育費、項２・小学校費のうち、

小学校施設整備事業９００万円は、入札不調に

よる着工の遅れや施工箇所付近の災害防除工事

に伴う調整等により、年度内の完了が困難とな

ったこと、次の小学校非構造部材耐震化事業４

５５０万円は、国の１次補正に伴い、令和４年

度実施予定の一部を前倒して行うため、繰り越

すものでございます。 

 次の款１０・災害復旧費のうち、項１・農林

水産業施設災害復旧費で、農業施設災害復旧事

業５００万円は、令和３年５月の大雨で被災し

た当該箇所について、令和２年７月豪雨の災害

復旧工事が入札不調等で遅れ、その後の着手と

なり、年度内の完了が困難となったこと、次の

項３・その他公共施設・公用施設災害復旧費

で、消防施設災害復旧事業（豪雨災害）３２０

万９０００円は、令和２年７月豪雨で被災した

坂本町瀬戸石地区の消防ポンプ格納庫設置工事

について、地元との協議調整に日数を要したた

め、年度内の工期が確保できず、繰り越すもの

でございます。 

 ６ページをお願いします。 

 ２ 変更でございますが、款５・農林水産業

費、項１・農業費の農業水路等長寿命化・防災

減災事業で補正前の１１９９万円に１２３７万

５０００円を追加し、２４３６万５０００円に

限度額を変更しております。これは、収穫時期

の調整により入札が遅れたことに加え、新型コ

ロナウイルス感染症並びに災害復旧による人材

不足により不調となったため、年度内完了が困

難となり、繰り越すものでございます。 

 次の款７・土木費のうち、項２・道路橋梁費

の市内一円道路改良事業で、補正前の１億２７

８万５０００円に１億３８５１万円を追加し、

２億４１２９万５０００円への変更は、入札不

調や木々子・板ノ平線ののり面崩壊による設計

変更などに日数を要したことにより、年度内の

完成が困難となったこと、また、次の項６・住

宅費の災害公営住宅整備事業（豪雨災害）で、

補正前の５８００万円に３３２０万円を追加

し、９１２０万円への変更は、災害公営住宅基

礎部分の工事等を行うものですが、年度内の完

了が見込めないため、繰り越すものでございま

す。 

 ７ページをお願いします。 

 第３表、債務負担行為補正でございますが、

１ 廃止としまして、１項目めの福祉総合シス

テム運用事業は、当該システム更新完了後のシ
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ステム使用料について、更新業務の繰越しによ

り、年度内の契約が困難となったため、２項目

めの健康管理システムリース経費は、当該シス

テムソフトウエアライセンスを購入することと

なり、リースの必要がなくなったため、３項目

めの環境センター運営委託（マテリアルリサイ

クル推進施設）は、プラスチックに係る資源循

環の促進等に関する法律の変更が見込まれ、５

か年の仕様書作成が困難な状況となったため、

いずれも債務負担行為を廃止するものでござい

ます。 

 ８ページをお願いします。 

 第４表、地方債補正でございますが、上から

土地改良事業では、補正前の限度額の１億１３

６０万円に７８００万円を追加し、補正後の限

度額を１億９１６０万円、次の道路整備事業で

は９億１８３０万円に４５４０万円を追加し、

９億６３７０万円、次の河川海岸整備事業では

４７４０万円に４８０万円を追加し、５２２０

万円、次の街路整備事業では６３３０万円に５

９３０万円を追加し、１億２２６０万円、次の

公園整備事業では２６４０万円に１０００万円

を追加し、３６４０万円、次の学校整備事業で

は１億４４００万円に３０３０万円を追加し、

１億７４３０万円、 後の災害復旧事業では８

２億９７７０万円に６１５０万円を追加し、８

３億５９２０万円としております。 

 なお、詳しい内容は、後ほど歳入、款２２・

市債で説明いたします。 

 続きまして、歳入の説明をします。 

 １２ページをお願いいたします。 

 上段から款７、項１、目１、節１・地方消費

税交付金では１億５０００万円を追加し、次の

中段の表、款１１、項１、目１、節１・地方交

付税では４億９４９万３０００円を追加してお

りまして、どちらも今回の補正予算の一般財源

でございます。 

 下段の表、款１５・国庫支出金、項１・国庫

負担金、目１・民生費国庫負担金、節１・社会

福祉費負担金で障害者自立支援給付費負担金３

５００万円を追加しております。 

 これは、障害福祉サービス給付事業における

就労継続支援事業所の新規開設によるサービス

受給者の増加や生活介護及びサービス利用計画

作成などの相談支援の増加による経費に係る国

の負担金で、交付率は２分の１でございます。 

 １３ページをお願いします。 

 款１５・国庫支出金、項２・国庫補助金、目

１・総務費国庫補助金、節１・総務管理費補助

金１億７３６６万６０００円のうち、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金１億

４７１１万円は、新型コロナウイルス感染拡大

防止を目的とした熊本県時短要請協力金につい

て、本市の負担に要する経費に係る国の補助金

で、交付率は１０分の１０でございます。 

 次の宅地嵩上げ安全確保事業補助金２２２０

万円は、令和２年７月豪雨で被災した坂本町に

おける緊急治水対策プロジェクトの実施後も浸

水のおそれがある地区の安全性を確保するた

め、宅地のかさ上げに伴う調査測量、実施設計

や家屋補償に要する経費に係る国の補助金で、

交付率は２分の１でございます。 

 次の社会保障・税番号制度システム整備費補

助金４３５万６０００円は、デジタル社会形成

整備法による住民基本台帳法の一部改正に伴

い、マイナンバーカード所有者の転出・転入手

続の時間短縮及びワンストップ化を図るため、

住民記録システムの改修に要する経費に係る国

の補助金で、交付率は１０分の１０でございま

す。 

 次の目４・土木費国庫補助金の１億３９４５

万円ですが、節１・道路橋梁費補助金の橋梁長

寿命化修繕事業交付金５５５５万円は、国の１

次補正に伴い、令和４年度予定を一部前倒し

て、古麓町７号橋外２１の橋の調査委託、下村

滝方環状線３号橋外２つの橋の維持修繕工事に
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要する経費に係る国の交付金で、交付率は１０

分の５.５でございます。 

 次の節２・都市計画費補助金５９００万円の

西片西宮線道路整備事業交付金４９００万円及

び公園施設長寿命化対策支援事業交付金１００

０万円は、国の１次補正に伴い、令和４年度予

定を一部前倒して実施する経費に係る国の交付

金で、交付率はいずれも２分の１でございま

す。 

 次の節３・住宅費補助金の住宅建設費補助金

２４９０万円は、災害公営住宅の建設に伴い、

基礎部分の工事等に要する経費に係る国の補助

金で、補助率は４分の３でございます。 

 次の目５・教育費国庫補助金、節２・小学校

費補助金の小学校非構造部材耐震改修事業補助

金１５１６万６０００円は、国の１次補正に伴

い、令和４年度予定を一部前倒して、宮地小学

校の改修工事に要する経費に係る国の補助金

で、補助率は３分の１でございます。 

 次に、下段の表、款１６・県支出金、項１・

県負担金、目１・民生費県負担金の４６３３万

８０００円ですが、節１・社会福祉費負担金の

障害者自立支援給付費負担金１７５０万円は、

先ほど申しました国庫支出金と併せて、障害福

祉サービス給付事業における増加分経費に係る

県の負担金で、交付率は４分の１でございま

す。 

 次の節２・児童福祉費負担金の保育士等処遇

改善臨時特例給付交付金２８８３万８０００円

は、国のコロナ克服・新時代開拓のための経済

対策の一環として、保育士等の処遇改善を行う

ために必要な経費に係る県の交付金で、交付率

は１０分の１０でございます。 

 １４ページをお願いします。 

 上段の表から、項２・県補助金、目１・総務

費県補助金、節１・総務管理費補助金の熊本県

生活交通維持・活性化総合交付金２１９５万９

０００円は、地方バス路線維持のため、バス事

業者の事業欠損額について補助する経費に係る

県の交付金でございます。 

 次の目４・農林水産業費県補助金、節１・農

業費補助金２億１０８４万４０００円のうち、

農地集積・集約化対策事業費補助金６０万円

は、先ほど繰越明許費で申しましたタブレット

端末の購入経費に係るもの、次の担い手確保・

経営強化支援事業費補助金７３０９万９０００

円は、同様に繰越明許費で申しました農業用機

械等導入の際の融資残補助に係る金剛地区１

件、郡築地区２件、松高地区１件、千丁地区１

件、鏡地区３件の事業者を対象とするもので、

いずれも国の１次補正に伴い、令和４年度予定

を一部前倒して実施する経費に係る県の補助金

で、補助率は１０分の１０でございます。 

 次の地籍調査事業補助金１億３７１４万５０

００円も、国の１次補正に伴い、一部前倒しし

て実施する経費に係る県の補助金で、補助率は

４分の３でございます。 

 次に、中段の表、款１７・財産収入、項２・

財産売払収入、目１・不動産売払収入、節２・

立木売払収入は３８６万円を追加しておりま

す。これは、昭和２９年に分収契約をしていた

現在の東陽小中学校の学校部分林に係る分収造

林の販売に伴う分収額であり、学校施設整備基

金の積立金の財源とするものでございます。 

 次に、下段の表、款１８、項１・寄附金、目

１・総務費寄附金、節１・総務管理費寄附金は

７億５０００万円を追加しております。これ

は、本市へのふるさと納税であるふるさと元気

づくり応援寄附金の増額分でございます。 

 １５ページをお願いします。 

 上段の表から、目５・教育費寄附金、節７・

教育振興費寄附金は５００万円を追加しており

ます。これは、八代市学校・子ども教育応援寄

附金の増額分でございまして、八代市学校・子

ども教育応援基金の積立ての財源とするもので

ございます。 
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 次の目６、節１・災害復旧費寄附金は５０万

円を追加しております。これは、豪雨災害寄附

金の増額分でございまして、災害公営住宅整備

事業の財源の一部とするものでございます。 

 次に、下段の表、款１９・繰入金、項１・基

金繰入金で、目６、節１・ふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金は３２８０万円を追加して

おりまして、こども医療費助成事業や災害公営

住宅整備事業の財源の一部とするものでござい

ます。 

 次の目１９、節１・財政調整基金繰入金は１

２４０万円を追加しておりますが、今回の補正

予算の一般財源でございます。 

 次の目２０、節１・土地開発基金繰入金は１

４億９７３４万１０００円を追加しておりま

す。これは、後ほど、条例案件の議案第３６号

で出てまいりますが、本年３月末で土地開発基

金を廃止し、保有していた現金を財政調整基金

に積み立てるため、繰り入れるものでございま

す。 

 １６ページをお願いします。 

 上段の表、款２０、項１、目１、節１・繰越

金は１億５１０８万３０００円を追加しており

まして、今回の補正予算の一般財源でございま

す。 

 次の款２２、項１・市債、目４・農林水産業

債で節１・農業債７８００万円のうち、県営経

営体育成基盤整備事業負担金８００万円は昭和

地区、県営排水対策特別事業負担金２４９０万

円は古閑浜地区、県営海岸保全事業負担金１０

００万円は文政地区、県営湛水防除事業負担金

３５１０万円は金剛地区を対象としたもので、

いずれも国の１次補正に伴い、令和４年度実施

予定の一部を前倒して行う経費に充てるもの

で、充当率１００％の緊急防災・減災事業債で

ございます。 

 次の目６・土木債１億１９５０万円で、節

１・道路橋梁債の市内一円道路整備事業４５４

０万円は、国庫補助金で申しました古麓町７号

橋等の橋梁長寿命化修繕事業分、節２・河川債

の県河川海岸事業負担金４８０万円は、明治新

田海岸と野崎海岸の海岸堤防等老朽化対策緊急

事業分として、いずれも充当率１００％の緊急

防災・減災事業債でございます。 

 次の節４・都市計画債６９３０万円のうち、

西片西宮線道路整備事業４６５０万円、南部幹

線道路整備事業１２８０万円、公園施設長寿命

化対策支援事業１０００万円は、いずれも国の

１次補正に伴い、令和４年度実施予定の一部を

前倒して行う経費に充てるもので、充当率９

５％の合併特例債及び充当率１００％の緊急防

災・減災事業債でございます。 

 次の目８・教育債、節１・小学校債で小学校

非構造部材耐震化事業３０３０万円は、国の１

次補正に伴い、令和４年度実施予定の宮地小学

校の外壁・軒先の改修工事を前倒して行う経費

に充てるもので、充当率１００％の緊急防災・

減災事業債でございます。 

 次の目９・災害復旧債６１５０万円のうち、

節２・その他公共・公用施設災害復旧債の復興

推進事業２２２０万円は、国庫支出金で申しま

した令和２年７月豪雨で被災した坂本町におけ

る宅地かさ上げに要する経費に充てるもの、次

の節４・公共土木施設災害復旧債の道路橋梁施

設災害復旧事業３９３０万円は、市道２路線、

鎌瀬・瀬戸石線と瀬戸石・高田辺線の国土交通

省直轄事業に係る地方負担額に要する経費に充

てるもので、いずれも充当率１００％の補助災

害復旧事業債でございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 引き続き歳出を説明いたします。 

 １７ページをお願いします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費では、５億１１７９万８０００円を追

加しております。このうち、説明欄の 初の職

員給与経費、退職手当１億１９２９万８０００
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円は、定年退職や早期退職など５２名分の退職

手当の不足分でございます。また、ふるさと納

税事業の３億９２５０万円は、ふるさと納税の

寄附金が当初の見込みを上回ったため、返礼品

等に要する経費の不足分を追加するものでござ

います。 

 次の目２・文書広報費１６３７万４０００円

を追加しております。このうち、文書管理事務

事業（本庁）の３５０万円は、ふるさと納税寄

附金の増加等による郵便料に要する不足分を追

加するもの。また、特別会計繰出金事業（ケー

ブル）の１２８７万４０００円は、令和２年７

月豪雨に伴う坂本地区のケーブルテレビ利用料

の減収等による収支の一部補償に要する経費に

ついて繰り出すものでございます。 

 次の目５・企画費は、令和２年７月豪雨に関

する特別委員会の所管となりますので、１つ飛

ばしまして、その次の目７・交通防犯対策費は

２億２８００万６０００円を追加しておりま

す。これは、生活交通確保維持事業として、歳

入の県補助金で申しました地方バス路線維持費

補助金及び八代市乗合タクシー運行事業補助金

などを追加するものでございます。 

 次の目１１・諸費は、２億２９１７万円を追

加しております。このうち、国県支出金等返還

金事業の２億１８１７万円は、過年度の国県支

出金の精算に伴う超過交付分の返還として、ま

た、市税還付金事業の１１００万円は、過年度

の市県民税等に高額の還付金が生じたことで、

同還付金の不足が見込まれるため、追加するも

のでございます。 

 次に下段の表、項３、目１・戸籍住民基本台

帳費では４３５万６０００円を追加しておりま

す。これは、国庫補助金でも申しましたマイナ

ンバーカード所有者の手続の時間短縮化を図る

ため、住民記録システムの改修に要する経費で

ございます。 

 次に、ページを飛びまして、２３ページをお

願いします。 

 下段の表になります。款１２・諸支出金、項

１・基金費、目１・財政調整基金費では１４億

９７３４万１０００円を追加しております。こ

れは、先ほど歳入でも申しましたように、土地

開発基金条例を廃止し、基金で保有していた現

金を財政調整基金に積み立てるものでございま

す。 

 次の目５・ふるさと八代元気づくり応援基金

費では３億５７５０万円を追加しております。

これは、ふるさと元気づくり応援寄附金が当初

の見込みを上回ったため、返礼品等の経費など

を差し引いた増額分を積み立てるものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） まず、今の歳出からち

ょっと２つお尋ねさせていただきたいんですけ

ど、後で出てくる当初予算とも関連するんです

が、ふるさと納税事業についてちょっとお尋ね

をしておきたいのが、アサリの産地偽装問題が

ですね、今、取り沙汰されておるんですが、そ

れの問題に端を発したですね、熊本県産品全体

へのマイナスイメージというのが広がっている

という背景がある中で、本市のですね、ふるさ

と納税の返礼品に対しても、ちょっと風評被害

とか、２次被害というようなものがですね、そ

ういう声が聞こえてきてるのかとか、一応心配

がありまして、そういった状況を把握しておら

れればと思いまして、ちょっとお尋ねをしたい

と思います。 

○理事兼観光・クルーズ振興課長（南 和治

君） おはようございます。（｢おはようござ

います」と呼ぶ者あり）観光・クルーズ振興

課、南です。 
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 今お尋ねの、アサリの産地偽装の問題に関連

しての返礼品の状況ということですけども、ま

ず、アサリのほうから行きますと、アサリのほ

う、２業者で３品目取り扱っておりました。こ

れにつきましては、３品目中の２品目ですね。

こちらについては、加工品にはなるんですが、

もともと中国産ということで表記をしておりま

したので、特に問題はないというところで、そ

のまま取り扱ってはいるところです。 

 それから、もう１品ですね。これは、稚貝を

八代海のほうで養殖して、これは正当にちゃん

と養殖されて出荷されていたもので、球磨アサ

リというのがあるんですが、これは県の方針に

伴いまして、２月４日から２か月間出荷停止と

いうのがございますので、こちらのほうは風評

被害というよりも出荷停止ということで、ちょ

っと打撃を受けられておるという状況がござい

ます。 

 それと、ふるさと納税自体が、大体年末まで

が寄附が多い時期になります。年明けてからは

寄附のほうも落ち着いてきますので、特に今、

この風評被害で大きな声が上がってるというの

は聞いていないところです。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） じゃ、予算書の１７ペ

ージのですね、先ほど説明いただきました市税

の還付金事業の中で、高額の還付金が生じたた

めという御説明があったんですけども、その高

額の還付金が生じたという、その理由ですね。

なぜ高額が発生したのかというのと、その内容

をですね、ちょっと若干御説明いただきたいと

思います。 

○納税課長（坂井宏全君） おはようございま

す。納税課、坂井と申します。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）よろしくお願いいた

します。 

 市税の還付金事業につきましてですが、これ

は、毎年５０００万円を当初予算として計上し

ております。毎年、法人並びに個人の修正申告

などが行われた場合、還付金のほうが発生する

ということになりますが、今回、個人の高額還

付というのが例年より多く発生しておりまし

て、想定外の不足を生じたため、今回補正をお

願いするところでございます。 

 詳しい内容に対しましては、個人情報等もあ

りますので、ここでの御説明は控えたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１号・令和３年度八代市一般会計補正

予算・第１３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時４６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時４７分 本会） 

◎議案第５号・令和３年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第２号 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 
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 次に、議案第５号・令和３年度八代市ケーブ

ルテレビ事業特別会計補正予算・第２号を議題

とし、説明を求めます。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）デジタル推進課、鋤田でございます。

よろしくお願いいたします。失礼して着座にて

説明させていただきます。 

 議案第５号・令和３年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第２号について御説

明をさせていただきます。 

 今回の補正予算でございますが、令和２年７

月豪雨に伴う坂本地区のケーブルテレビ利用者

の減少による利用料の減収によるものと東陽・

泉地区での光ブロードバンドが昨年６月から利

用開始となったことに伴い、ケーブルテレビの

インターネットの利用者が民間の光インターネ

ットサービスに移行されたことで、利用料が減

収したことから、指定管理者でありますテレビ

やつしろ株式会社に対して、指定管理の協定書

に基づき、悪化した収支の一部を補償するため

補正をお願いするものです。 

 また、あわせまして、令和２年７月豪雨で被

災した設備を修繕した際の災害復旧事業債の償

還期間延長に伴い、借入利率が上昇したことに

より不足する長期債償還利子について、補正を

お願いするものです。 

 それでは、令和３年度八代市ケーブルテレビ

事業特別会計補正予算書第２号の１ページをお

願いいたします。 

 まず、第１条にありますように、歳入歳出の

総額にそれぞれ１２８７万４０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３

７６８万２０００円としております。 

 続きまして、内容について御説明をさせてい

ただきます。 

 予算書の５ページをお願いいたします。 

 まず上の表、２・歳入でございますが、款

４・繰入金、項１、目１、節１・一般会計繰入

金で１２８７万４０００円を増額し、３６７８

万７０００円といたしております。 

 次に下の表、３・歳出でございますが、款

１、項１・ケーブルテレビ事業費、目１・施設

維持管理費、節２１・補償、補塡及び賠償金と

して１２８０万円を増額し、２５９８万６００

０円としております。 

 次に款２、項１・公債費、目２・利子、節２

２・償還金利子及び割引料に７万４０００円を

増額し、１１６９万６０００円としておりま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第５号・令和３年度八代市ケーブルテレ

ビ事業特別会計補正予算・第２号は、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１０時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５１分 本会） 

◎議案第８号・令和４年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第８号・令和４年度八代市一般会
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計予算中、当委員会関係分を議題とし、説明を

求めます。 

 それでは、まず歳入等について財務部から説

明を願います。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） 財政部の岩瀬で

ございます。引き続き、よろしくお願いいたし

ます。失礼しまして着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、お手元のタブレットにて議案第８

号・令和４年度八代市一般会計予算をお願いし

ます。 

 総務委員会付託分のうち、まず、歳入等につ

いて説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ６１３億４５６０万

円としております。 

 また、第２条で債務負担行為を、第３条で地

方債をお願いしておりますが、内容につきまし

ては７ページ以降で説明いたします。 

 次に、第４条の一時借入金でございますが、

本市の歳計現金に不足が生じた場合、その支払

いの資金を補うため、一時的に金融機関から借

入れを行う際の限度額を８５億円と定めており

ます。 

 次に、第５条、歳出予算の流用でございます

が、各項の経費の金額を流用することができる

場合を定めております。 

 それでは、７ページをお願いします。 

 第２表 債務負担行為でございます。 

 まず 初のマイクロソフトオフィス３６５使

用料及び特定通信ツール賃借料は、期間を令和

５年度から令和９年度まで、限度額をそれぞれ

７９７０万７０００円及び７５５万円としてお

ります。これらは、公務用パソコンに搭載する

ソフトウエアの使用料及びインターネット利用

の監視・自動制御のツールの賃借料に係る設定

でございます。 

 次の市県民税納税通知書作成等業務委託から

固定資産税納税通知書作成等業務委託は、期間

を令和４年度から令和５年度まで、限度額をそ

れぞれ６４１万５０００円、４７１万９０００

円及び７８６万３０００円としております。こ

れらは、令和５年度の納付書作成等に要する経

費でございますが、年度初めに通知するため、

令和４年度中に契約を行う必要があることから

設定するものでございます。 

 次の福祉総合システム運用経費は、期間を令

和５年度から令和９年度まで、限度額を８２５

３万８０００円としております。これは、福祉

事務作業を効率化する福祉総合システム使用料

における期間更新のため、設定するものでござ

います。 

 次の環境センター運営委託（マテリアルリサ

イクル推進施設）は、期間を令和５年度から令

和７年度まで、限度額を３億６３０２万４００

０円としております。これは、関係法の改正に

基づき、管理運営委託を見直して設定するもの

でございます。 

 次の令和４年度土地改良融資事業に対する元

利補給金は、期間を令和５年度から令和１９年

度まで、限度額を６５０７万２０００円として

おります。これは、土地改良融資事業におい

て、融資を受けた償還金に対する助成金でござ

います。 

 次の企業振興促進条例補助金（令和４年度）

は、期間を令和５年度から令和８年度まで、限

度額を２億７２１０万３０００円としておりま

す。これは、企業振興促進条例に基づく工事等

建設補助金及び用地取得等の補助金でございま

す。 

 後のＩＣＴ学習支援ツール使用料は、期間

を令和５年度から令和６年度まで、限度額を１

人当たり４８０円に対象児童生徒を乗じた額に

消費税を加算した額としております。これは、

小学４年生から中学３年生を対象に児童・生徒
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の基礎学力を高める学習支援ツールの使用に係

る設定でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 第３表 地方債補正でございますが、それぞ

れ起債の目的、限度額、起債の方法などを定め

ているところでございます。詳細につきまして

は、５１ページから５３ページの款２２・市債

で説明いたします。 

 続いて１３ページをお願いします。 

 歳入でございます。 

 歳入については、相当なページ数となります

ので、事業に伴う特定財源については、主なも

のを説明いたします。 

 また、款１・市税から款１２・交通安全対策

特別交付金については、令和３年度決算見込み

や国の地方財政計画などを参考に見込んだとこ

ろでございます。 

 それでは、まず、款１・市税でございます。

項１・市民税、目１・個人で４８億８１００万

円、目２・法人で９億５９４０万円を計上して

おります。前年度と比較して、個人で７００万

円、法人で１億４２４０万円の増加を見込んだ

ところでございます。感染症拡大の影響はある

ものの、全体としては回復基調にあることが見

込まれ、地方財政計画上においても増加傾向が

示されたことから、計上したところでございま

す。 

 次に下段の表、項２、目１・固定資産税は８

０億９５７５万８０００円を計上しておりま

す。新型コロナウイルス感染症の影響により事

業者の新規設備投資が見込めないことから、償

却資産は減少するものの、新築等の家屋の伸び

が見込まれますので、前年度と比較して３４７

万８０００円の増加で計上したところでござい

ます。 

 次の目２・国有資産等所在市交付金は４１８

１万１０００円を計上しております。これは、

国や地方公共団体の施設などが所在する市町村

に交付されるものでございますが、交付対象が

１団体増えたことで、前年度より１４２万円の

増加を見込んだものでございます。 

 次の新型コロナウイルス感染症対策地方税減

収補てん特別交付金は、令和３年度限りの特別

交付金のため、計上はございません。 

 １４ページをお願いします。 

 上段の表、項３・軽自動車税では、目１・環

境性能割は１９００万円、目２・種別割は４億

６０００万円を計上しております。前年度の決

算見込みなどから１４００万円の増加を見込ん

だところでございます。 

 次に、中段の表、項４、目１・市たばこ税は

８億３３００万円で、喫煙者の減少等から前年

度の１６００万円減を見込んでおります。 

 次に下段の表、項５、目１・入湯税は７００

万円で、感染症拡大の影響が引き続いているた

め、前年度と同額を見込んでおります。 

 １５ページをお願いします。 

 上段の表、款２・地方譲与税、項１、目１・

地方揮発油譲与税は１億２６００万円で、地方

財政計画などから１４００万円の増加を見込ん

だところでございます。 

 次に、中段の表、項２、目１・自動車重量譲

与税３億９１００万円で、地方財政計画などか

ら３７００万円の増加を見込んだところでござ

います。 

 次に下段の表、項３、目１・森林環境譲与税

は１億６００万円で、地方財政計画から２４０

０万円の増加を見込んでところでございます。 

 １６ページをお願いします。 

 上段の表、項４、目１・特別とん譲与税は２

２００万円で、前年度と同額を見込んだところ

でございます。 

 次に、中段の表、款３、項１、目１・利子割

交付金は７００万円で、前年度の決算見込みな

どから１３０万円減を見込んでおります。 

 次に、下段の表、款４、項１、目１・配当割
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交付金は２５００万円で、地方財政計画などか

ら前年度より２２００万円減を見込んでおりま

す。 

 １７ページをお願いします。 

 上段の表、款５、項１、目１・株式等譲渡所

得割交付金は３５００万円で、前年度と同額を

見込んだところでございます。 

 次に、中段の表、款６、項１、目１・法人事

業税交付金は１億５９００万円で、前年度の決

算見込みなどから、前年度より９６００万円の

増加を見込んでおります。 

 次に、下段の表、款７、項１、目１・地方消

費税交付金は２９億２００万円で、前年度の決

算見込みなどから、前年度より２億２２００万

円の増加を見込んでおります。 

 １８ページをお願いします。 

 上段の表、款８、項１、目１・ゴルフ場利用

税交付金は７１０万円で、前年度の決算見込み

などから、前年度より１１０万円の増加を見込

んでおります。 

 次に、中段の表、款９、項１、目１・環境性

能割交付金は３２００万円で、前年度の決算見

込みなどから、前年度より１００万円の減を見

込んでおります。 

 次に、下段の表、款１０、項１・地方特例交

付金、目１・減収補てん特例交付金は８５２０

万円で、令和元年１０月の消費税率引き上げに

伴う自家用自動車環境性能割の税率１％分軽減

措置が令和３年１２月で終了したことなどか

ら、前年度より２５８０万円の減を見込んでお

ります。 

 １９ページをお願いします。 

 上段の表、款１１、項１、目１・地方交付税

は１５８億９４００万円で、前年度の決算見込

みや地方財政計画における対前年度比３.５％

増の見込みなどから、前年度より５億７４００

万円の増加を見込んでおります。 

 また、市税の伸びに伴い、基準財政収入額が

増加する一方、高齢者福祉費や公債費の伸び等

による基準財政需要額の増加による影響分など

も考慮したところでございます。 

 次に、中段の表、款１２、項１、目１・交通

安全対策特別交付金は１４００万円で、前年度

と同額を見込んだところでございます。 

 続きまして、下段の表、款１３・分担金及び

負担金でございます。 

 項１・分担金、目１・農林水産業費分担金は

６０００万円を計上しております。これは、昭

和同仁町排水路外４か所の非補助排水路等改修

事業分担金でございます。 

 ２０ページをお願いします。 

 項２・負担金、目１・総務費負担金１１８６

万７０００円は、八代地域イントラネット運用

負担金に係る氷川町負担分９４７万８０００円

が主なものでございます。 

 次の目２・民生費負担金は２億８２６４万４

０００円を計上しております。このうち、節

１・社会福祉費負担金の４３２２万７０００円

は、主に老人福祉施設入所者負担金で、次の節

２・児童福祉費負担金の２億３９４１万７００

０円は、主に施設型給付私立保育所保育料でご

ざいます。 

 少し飛びまして、２１ページをお願いしま

す。 

 下段の表、款１４・使用料及び手数料でござ

います。 

 項１・使用料、目１・総務使用料は３８１６

万７０００円を計上しております。新八代駅東

口駐車場使用料や庁舎使用料、コミュニティセ

ンター使用料が主なものでございます。 

 ２２ページをお願いします。 

 目３・衛生使用料の２６２６万３０００円

は、斎場使用料や千丁健康温泉センター使用料

が主なものでございます。 

 飛びまして、２３ページをお願いします。 

 目６・土木使用料は２億４２６３万２０００
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円を計上しております。このうち、節１・道路

橋梁使用料の４４６０万２０００円は、主に電

柱等の道路占用料、また節４・住宅使用料の１

億９４５９万１０００円は、主に２９団地分の

公営住宅使用料でございます。 

 １つ飛んで目８・教育使用料は、３６９１万

３０００円を計上しております。このうち、節

３・社会教育施設使用料の２２２８万１０００

円は、博物館使用料や、次の２４ページの伝承

館使用料が主なものでございます。 

 ２５ページをお願いします。 

 項２・手数料、目１・総務手数料は６４４２

万８０００円を計上しております。節３・戸籍

住民基本台帳手数料の５２００万円が主なもの

でございます。 

 次の目２・衛生手数料は３億５９２０万６０

００円を計上しております。節２・生活環境手

数料の３億５５６０万３０００円のうち、搬入

ごみ処理手数料や有料指定袋ごみ処理手数料が

主なものでございます。 

 飛びまして、２６ページをお願いします。 

 下段の表、款１５・国庫支出金でございま

す。項１・国庫負担金、目１・民生費国庫負担

金は８４億６１８３万１０００円で、前年度よ

り７６７４万４０００円の増を見込んでおりま

す。このうち、節１・社会福祉費負担金２２億

３２１６万２０００円の主なものは、障害者自

立支援給付費負担金、次の２７ページに移りま

して、節２・児童福祉費負担金３９億９２７７

万６０００円の主なものは、保育所運営費負担

金や児童手当交付金、次の節３・生活保護費負

担金２２億３６８９万３０００円でございま

す。 

 次に、目２・衛生費国庫負担金の１億１７２

２万８０００円は、新型コロナウイルスワクチ

ン接種対策費負担金が主なものでございます。 

 次の目３・災害復旧費国庫負担金の８億６５

８１万６０００円は、令和２年７月豪雨災害復

旧に係る公共土木施設災害復旧費負担金でござ

います。 

 次に、下段の表、項２・国庫補助金、目１・

総務費国庫補助金は３億６３９５万２０００円

を計上しております。 

 このうち、主なものは次の２８ページになり

ますが、新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金の１億７９７万３０００円、宅地

嵩上げ安全確保事業補助金の１億円、デジタル

田園都市国家構想推進交付金の６６８７万８０

００円でございます。 

 次に、目２・民生費国庫補助金は２億７５０

９万３０００円を計上しております。このう

ち、節１・社会福祉費補助金７２１４万１００

０円の主なものは、地域生活支援事業補助金や

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金、新型

コロナウイルス感染症セーフティーネット強化

交付金など、次の節２・児童福祉費補助金１億

９８１９万６０００円の主なものは、子ども・

子育て支援交付金でございます。 

 次の目３・衛生費国庫補助金は１億１４０４

万４０００円を計上しております。このうち、

節１・保健衛生費補助金８５２０万６０００円

の主なものは、新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費補助金、次の節２・生活環境

費補助金２８８３万８０００円の主なものは、

小型合併処理浄化槽設置事業費補助金でござい

ます。 

 ２９ページをお願いします。 

 目４・土木費国庫補助金は３億２８７５万７

０００円を計上しております。このうち、節

１・道路橋梁費補助金２億２３１９万円の主な

ものは、説明欄の３つ目の道路ストック点検・

修繕事業交付金や、次の東西アクセス線改良事

業交付金などでございます。 

 次に、目５・教育費国庫負担金１億１２９万

９０００円を計上しております。このうち、節

２・小学校費補助金３９５６万円の主なもの
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は、小学校施設トイレ改修事業補助金、次の３

０ページになりますが、節３・中学校費補助金

５０１７万７０００円の主なものは、中学校施

設トイレ改修事業補助金でございます。 

 次に、下段の表、項３・委託金で、一番下の

目２・民生費委託金、節１・社会福祉費委託金

は、３４５３万３０００円を計上しておりまし

て、主なものは基礎年金等事務費交付金の３３

５５万６０００円でございます。 

 ３１ページをお願いします。 

 上段の表の２つ目、目４・教育費委託金、節

１・社会教育費委託金は２４３０万５０００円

を計上しておりまして、新規事業の球磨川はね

発掘調査委託金でございます。 

 続いて、下段の表、款１６・県支出金でござ

います。項１・県負担金、目１・民生費県負担

金は３４億３５９１万４０００円を計上してお

ります。このうち、節１・社会福祉費負担金１

９億９１２３万９０００円の主なものは、説明

欄の１つ目の国民健康保険基盤安定保険税軽減

分負担金、４つ目の後期高齢者医療保険基盤安

定負担金など、保険料の軽減に関するものや、

５つ目の障害者自立支援給付費負担金などでご

ざいます。 

 ３２ページをお願いします。 

 節２・児童福祉負担金１４億３３３０万５０

００円の主なものは、先ほど申しました国庫負

担金と同様に説明欄の１つ目の保育所運営費負

担金や、次の児童手当交付金のほか、下２つの

放課後児童支援員等処遇改善臨時特例給付交付

金や、保育士等処遇改善臨時特例給付交付金が

主なものでございます。 

 ３３ページをお願いします。 

 項２・県補助金、目１・総務費県補助金５５

５９万２０００円を計上しております。このう

ち、主なものは豪雨被災者等支援交付金でござ

います。 

 次に、目２・民生費県補助金は５億１３７７

万９０００円を計上しております。このうち、

節１・社会福祉費補助金１億８７５５万１００

０円の主なものは、説明欄３つ目の重度心身障

がい者医療費助成事業費補助金などでございま

す。 

 ３４ページをお願いします。 

 次の節２・児童福祉費補助金３億２０３９万

８０００円の主なものは、説明欄１つ目の放課

後児童クラブの運営に対する放課後児童健全育

成事業等補助金や下から３つ目の保育士離職防

止等に対する保育対策総合支援事業補助金でご

ざいます。 

 ３５ページをお願いします。 

 目３・衛生費県補助金は５４９４万４０００

円を計上しております。このうち、節１・保健

衛生費補助金４５８１万６０００円の主なもの

は、乳幼児医療費助成事業費補助金でございま

す。 

 次の目４・農林水産業費県補助金は４億５８

７１万４０００円を計上しております。このう

ち、節１・農業費補助金３億９２５０万８００

０円の主なものは、次の３６ページにかけまし

て、説明欄５つ目の多面的機能支払交付金事業

補助金や、その３つ下の農業次世代人材投資事

業補助金などでございます。 

 飛びまして、３７ページをお願いします。 

 一番下の目８・災害復旧費県補助金は４億４

０４１万１０００円を計上しております。主な

ものは林道施設災害復旧費補助金で、令和２年

７月豪雨により被災した林道施設復旧に要する

経費などに補助されるものでございます。 

 ３８ページをお願いします。 

 項３・委託金、目１・総務費委託金は２億９

８９１万６０００円を計上しております。この

うち、節２・徴税費委託金の１億８３９０万円

や節４・選挙費委託金の１億３５０万２０００

円が主なものでございます。 

 飛びまして、３９ページをお願いします。 
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 下段の表、款１７・財産収入でございます。

項１・財産運用収入、目１・財産貸付収入は２

４６０万５０００円を計上しております。土地

建物貸付収入が主なものでございます。 

 ４０ページをお願いします。 

 目２・利子及び配当金は１２６６万５０００

円を計上しております。各基金の利子が主なも

のでございます。 

 ４１ページをお願いします。 

 下段の表、項２・財産売払収入、目１・不動

産売払収入は４５８０万１０００円を計上して

おります。八千把地区土地区画整理事業保留地

売払収入が主なものでございます。 

 ４２ページをお願いします。 

 款１８・寄附金でございます。項１・寄附

金、目１・総務費寄附金は１２億１８６５万３

０００円を計上しております。ふるさと元気づ

くり応援寄附金が主なものでございます。 

 ４４ページをお願いします。 

 款１９・繰入金、項１・基金繰入金のうち、

２項目めの目６・ふるさと八代元気づくり応援

基金繰入金の８億３３４５万４０００円は、こ

ども医療費助成事業など４８事業の財源の一部

として、下から３つ目の目１１・平成２８年熊

本地震復興基金繰入金の１億７６７万１０００

円は、小・中学校非構造部材耐震化事業など１

０事業の財源の一部として、４５ページにかか

りまして、２項目めの目１５・新型コロナウイ

ルス感染症対策基金繰入金の２億５４７１万６

０００円は、感染症対策の金融円滑化特別資金

等の利子補給事業の財源の一部とするものでご

ざいます。 

 ４６ページをお願いします。 

 上段の表、款２０、項１、目１・繰越金でご

ざいます。令和３年度からの繰越金を前年同額

の１１億円としております。 

 中段の表、款２１・諸収入、項１・延滞金加

算金及び過料で、目１・延滞金は前年度の決算

見込みなどから１０００万円を計上しておりま

す。 

 ４７ページをお願いします。 

 項３・貸付金元利収入で、目１・総務費貸付

金元利収入は４０９１万８０００円を計上して

おります。これは、地域総合整備財団の支援に

より、市が民間事業者に無利子で貸し付けた地

域総合整備資金貸付金元金収入が主なものでご

ざいます。 

 ２つ飛ばしまして、目４・商工費貸付金元利

収入は５億６５万円を計上しております。中小

企業経営安定特別融資預託金元金収入など、各

種預託金等の元金収入でございます。 

 ４８ページをお願いします。 

 項４・雑入でございます。 

 目５・雑入は３億３５２０万９０００円を計

上しております。このうち、節２・消防団員等

公務災害補償等共済基金収入の６２６０万円

や、４９ページにかかりまして、節８・雑入の

２億２７３０万円で、説明欄の一番上の熊本県

市町村振興協会市町村交付金を主なものとし

て、次の５０ページにかけて、その他雑入まで

ございます。 

 ５１ページをお願いします。 

 款２２、項１・市債でございます。まず、目

１・総務債は１２億８３１０万円で、前年度比

３２億２０００万円の大幅減でございます。新

庁舎建設に係る合併特例債１８億８７３０万円

分がなくなり、臨時財政対策債が１３億３００

０万円減少したこと等によるものでございま

す。 

 次の目２・民生債は２０３０万円で、郡築し

おかぜ保育園における公立保育所施設整備事業

として、対象事業費の９５％分が主なものでご

ざいます。 

 次の目３・衛生債１４７０万円で、清掃セン

ター解体事業として、対象事業費の９５％分で

ございます。 
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 次の目４・農林水産業債は１億９１９０万円

で、このうち、節１・農業債１億２６７０万円

の主なものは、県営経営体育成基盤整備事業負

担金で、土地改良事業等の対象負担金の９０％

分、次の節２・林業債５３９０万円の主なもの

は、道整備交付金事業として、林道整備事業の

対象事業費の１００％分でございます。 

 次の目５・商工債は６９５０万円で、このう

ち節１・観光債３８９０万円の主なものは、さ

かもと温泉センター「クレオン」管理運営事業

で、対象事業費の１００％分。 

 ５２ページにかけまして、節２・商工債３０

６０万円の主なものは、八代高等職業訓練校管

理運営事業における屋上防水補修工事の対象事

業費の９５％分が主なものでございます。 

 次の目６・土木債は、１２億２１９０万円

で、このうち、節１・道路橋梁債７億３１９０

万円は、市内一円道路整備事業に係るもので、

歩行空間バリアフリー化や橋梁長寿命化修繕事

業などの対象事業費の９０％分や、東西アクセ

ス線改良事業などの対象事業費の９５％分、坂

本・東陽・泉地域の道路新設改良事業などの対

象事業費の１００％分でございます。次の節

２・河川債３７５０万円は、主に市内一円河川

改修事業に係る対象事業費の９０％分でござい

ます。次の節３・港湾債２億４３００万円は、

主に八代港県営事業負担金に係る対象事業費の

９０％分でございます。次の節４・都市計画債

１億９０００万円は、主に南部幹線道路整備事

業や、西片西宮線道路整備事業などの対象事業

費の９５％分や、市内一円都市下水路整備事業

などの対象事業費の９０％分でございます。次

の節５・住宅債１９５０万円は、郷開団地の屋

上防水改修工事等に係る対象事業費の１００％

分でございます。 

 次の目７・消防債は３億６８９０万円で、八

代消防署新開分署庁舎建設に係る広域行政事務

組合負担金の対象事業費の９５％分や、坂本地

区防災拠点整備事業の実施設計に係る対象事業

費の１００％分などが主なものでございます。 

 ５３ページをお願いします。 

 目８・教育債は４億３５５０万円で、このう

ち、節１・小学校債１億１４１０万円及び節

２・中学校債１億６０５０万円の主なものは、

市内小中学校施設のトイレ改修事業に係る対象

事業費の１００％分などでございます。 

 次の目９・災害復旧債は８億１４１０万円

で、このうち、節２・公共土木施設災害復旧債

３億５９８０万円は、市道市ノ俣線外、令和２

年７月豪雨災害復旧事業などの対象事業費の１

００％分や、節４・その他公共・公用施設災害

復旧債４億４１３０万円は、新庁舎外構工事

や、坂本町の宅地かさ上げの補償事業などの対

象事業費の１００％分などでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） まず、８ページの地方

債、また５１ページの市債の部分でお尋ねをし

たいんですけど、念願の清掃センターの解体費

の予算を組んでいただいたということなんです

けど、そもそも解体事業だけの事業費には起債

がなかなかできなかったというネックがあった

ところでの市債、起債をしていただいたという

ことなんですけど、その起債の種類は何でしょ

うか。 

○財政課長（續 良彦君） 財政課の續でござ

います。おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり） 

 ただいまお尋ねの、清掃センター解体の起債

の種類でございますけれども、起債の種類は合

併特例債のほうを予定しております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 解体事業のみというの
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はですね、なかなか起債の対象にならなかった

ということだったと思うんですけど、その合併

特例債が使えるということであれば、今後もで

すね、その解体だけという事業にも合併特例債

をそのメニューとして使えるのかというのを一

点確認をさせていただきたいと思います。 

○財政課長（續 良彦君） お答えいたしま

す。 

 清掃センターにつきましては、環境センター

を建設してるということで合併特例債のほうが

適用になるということで、一般的には解体だけ

ということでは合併特例債のほうは使うことは

できないというふうになっております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（田方芳信君） 生活保護費の負担金２

２億３６００万円。相当な金額が動いてるんで

すけども、これを今使われてるというのが、ど

のくらいの方が利用されてるというかな、そこ

辺りのとこをちょっと教えていただければ。 

○財政課長（續 良彦君） 手元で持ってる資

料でちょっとお答えさせていただきたいと思い

ますが、例えば、多いものでありますと、医療

扶助で１万８２４０件、生活扶助で１万７２２

０件。もちろん医療扶助と生活扶助と併せて受

けたりとかされる場合もあるかと思いますの

で、ここは重複してる部分もあるかとは思いま

すが、おおむね主なものは今の２つというふう

になっております。 

 以上でございます。 

○委員（田方芳信君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 先ほどの説明の中でで

すね、コロナの影響によって、財源として減が

見込まれるとか、増が見込まれるというのがで

すね、どっちもあったように聞こえたんですけ

ど、そんな中で法人市民税の伸びがですね、大

きいと。１億４２４０万円ですか。その要因と

して考えられるのは何でしょうか。 

○市民税課長（山内真奈美君） おはようござ

います。市民税課の山内です。よろしくお願い

いたします。 

 法人市民税の伸びということですけれども、

令和２年度の決算のときはですね、法人税率の

改定と、またコロナの影響ということで、一旦

減収という形になりましたけれども、令和３年

度におきましては回復傾向にありまして、持ち

直しのほうしております。予算の計上した額は

ですね、令和３年度の決算見込みに応じた形で

あげさせていただいております。 

 要因というお話ですけれども、八代市の場合

は法人市民税の法人税割のほうですけれども、

こちら、製造業と建設業、それと小売・卸売、

この３業種で約６割ほど占めた形となっており

ます。こちらの業種の方々がですね、業績が持

ち直してきていると思っております。 

 令和２年度は、例の供給ショックあたりで製

造部品あたりが入らなかったということもあり

まして、落ちたところがあると思うんですけど

も、その後はですね、回復傾向にあると。ま

た、建設業あたりはですね、災害等を背景に住

宅需要あたりも伸びてきておりますので、そう

いったことも要因で持ち直しをしていると分析

しているところです。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） よございますか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（髙山正夫君） 今のに関連するかと思

いますけど、交付金ですね。例えば、法人事業
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税交付金とか、あと地方消費税交付金とか結構

増えておりますけど、これについても今のよう

な理由からということで考えてよろしいんでし

ょうか。県税からこっちへ交付金は来てるんで

すけども、そういうことで理解してよろしいで

しょうか。 

○財政課長（續 良彦君） 交付金関係につき

ましては、全国的な要素とかも結構影響してま

いりますが、国のほうでも地方財政計画におき

ましても、税収の伸びというものを算段してお

りますので、それに伴う影響かというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 予算書１３ページの市

税の件でまたお尋ねをします。 

 固定資産税についてですね、２点あれですけ

ど。先ほど、土地と建物は伸びる傾向というこ

とで、償却資産のほうが設備投資を控えての減

少を見込むということであったと思うんですけ

ど、今年の税制改正でですね、固定資産税の負

担調整措置というのがあったと思うとですけ

ど、それで、住宅用地はそのまま既定の方針だ

ったと。商業地については、その上昇分を半減

する措置が講じられたということを聞き及んで

るんですが、その影響がですね、本市にもどれ

ぐらいあるのかというのがあれば教えていただ

きたいのが１点です。 

○理事兼資産税課長（機智三郎君） 資産税課

の機でございます。よろしくお願いします。 

 ただいまの御質問でございますが、新型コロ

ナウイルスの影響につきましては、償却資産に

おいて減額というところでございますが、これ

は製造業を中心にですね、例年ほど設備投資が

見込めなかったことということで、市内の大工

場のほうにですね、ある程度の状況の聞き取り

をいたしております。それを基にあげておると

ころでございます。 

 それともう一点、土地の減額分でございます

が、八代市内、いまだ上昇してるところがあま

り多くないというようなところで、どちらかと

いうと減額してる、落ちてるところが多いとい

うことで、減額の修正というところが毎年行っ

ているところでございます。その関係によりま

して、ほとんど今年の特例措置に対しての影響

額は見込んでないというところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。ほかに質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で歳

入等について終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４６分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について、議会事務局

から説明を願います。 

○議会事務局長（岩﨑和也君） 皆さん、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）議会事務局、岩﨑です。どうぞよ

ろしくお願いします。 

 私のほうからは、議案第８号・令和４年度八

代市一般会計予算中、議会費の審議をお願いす

るに当たりまして、概要及びその所見につきま

して説明させていただきたいと思います。恐れ
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入りますが、着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、令和４年度八代市一般会計予算書

５４ページを御覧ください。よろしいでしょう

か。 

 令和４年度予算の議会費総額は３億５４３６

万９０００円で、前年度と比べまして２２８３

万８０００円減額の歳出予算となっておりま

す。 

 議会費につきましては、義務的経費の占める

割合が大きく、節区分１・報酬から、節区分

４・共済費までの経費を合計いたしますと、３

億１３８５万６０００円で、議会費全体の約８

８.６％を占めているところでございます。 

 令和４年度の予算編成の考え方といたしまし

ては、需用費、委託料等の経常的経費につきま

しては、今回も市の予算編成方針に基づき前年

度実績を踏まえ、各事業費を可能な限り節減・

抑制いたしまして、予算計上をいたしたところ

でございます。 

 なお、２２８３万８０００円減額となってお

りますのは、議員報酬の一部カットに伴う議員

に係る人件費をはじめ、海外視察費及び昨年度

購入いたしました公用車やタブレット購入費に

係る費用分が減額になったことによるものでご

ざいます。 

 本当初予算におきましても、引き続き、効率

的かつ効果的な事務事業の推進と予算執行が行

われるよう取り組んでまいります。 

 議会運営事務事業及び政務活動費交付事業、

これらの事務執行にあっては、２８名の議員の

方々の職務を補助する組織といたしまして、私

ども事務局職員は各種の情報収集や効果的な行

政視察の手配など、議員各位がスムーズに仕事

に取り組まれることができるよう、質の高い職

務環境の提供にさらに努めてまいります。 

 特に、昨年度導入いたしましたタブレットの

有効活用によりまして、コロナ禍の中において

も効率的かつ効果的な議会運営や議員活動の一

助となるよう努めてまいります。 

 また、市民の皆様に対しましては、議会日程

や審議内容をはじめ、議長交際費や行政視察、

政務活動費などの公開に引き続き取り組むとと

もに、市議会独自のＳＮＳ等を活用した情報発

信の仕組みを新たに構築し、いち早い議会活動

情報の発信力強化に努め、透明性の高い議会運

営を継続してまいります。 

 以上、令和４年度八代市一般会計予算中、議

会費を御審議いただくに当たっての概要説明及

びその所見とさせていただきます。この後、予

算の節別及び詳細につきましては、増田次長よ

り御説明申し上げますので、御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○議会事務局次長（増田智郁君） 皆様、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会

事務局、増田でございます。 

 それでは、歳出の議会費につきまして御説明

させていただきたいと思います。なお、説明に

当たりましては、ただいま局長の説明と重複す

る部分がありますことをお許し願いたいと思い

ます。恐れ入りますが、説明につきましては座

りまして御説明のほうさせていただきたいと思

います。 

 それでは、同じく令和４年度八代市一般会計

予算書の５４ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

 款１・議会費、項１・議会費、目１・議会費

におきまして、令和４年度予算といたしまして

３億５４３６万９０００円を計上いたしており

ます。 

 令和３年度と比較いたしますと、全体で２２

８３万８０００円の減、率にいたしまして約

６.１％の減となっております。その主な要因

といたしましては、今回提案してございます議

員さん方の期末手当の支給率の改定、海外視察

旅費及び昨年購入いたしました１０人乗りワゴ
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ン車購入経費の減、さらにはタブレット端末導

入に係る初期費用等の減によるものが主な理由

でございます。 

 それでは、説明欄に基づき、節区分とあわせ

ながら説明をさせていただきます。 

 まず、節１・報酬から節４・共済費までは議

員２８人、一般職１０人及び会計年度職員２名

に係る報酬・給料等といたしまして、３億１３

８５万６０００円を計上いたしております。 

 続きまして、議会運営事務事業につきまして

御説明申し上げます。なお、本事業は、議会運

営の円滑な遂行を図ることを目的といたしてお

ります。 

 それでは、議会運営事務事業における主なも

のを申し上げます。節８・旅費の１５７６万２

０００円は、常任委員会及び議会運営委員会の

行政視察旅費５３０万円のほか、この節の中に

は会議出席費用弁償５４６万８０００円、海外

行政視察８名分の１６０万円などが含まれてお

ります。次に、節９・交際費の３０万６０００

円は、各種総会の会費などに支出するものでご

ざいます。次に、節１０・需用費の５５６万１

０００円は、主にやつしろ市議会だより約４万

９０００部の年４回分の印刷経費約４６０万円

などに支出するものでございます。次に、節１

１・役務費の９万９０００円は、公用車の法定

点検等に係る経費でございます。次に、節１

２・委託料の５０１万９０００円は、常任委員

会及び議会運営委員会などの各委員会等記録作

成業務委託に要します経費１９０万円、本会議

録作成の業務委託に要します経費１７４万８０

００円のほか、会議録検索システムの保守点検

料約４９万円などでございます。次に、節１

３・使用料及び賃借料の２３９万円は、会議録

検索システムリース料といたしまして、ソフト

ウエアリース料３７万円のほか、議長等公務出

張等に伴う高速道路使用料のほか、タブレット

ＬＴＥ回線使用料及び会議アプリ使用料約１６

９万円が主なものでございます。次に、節１

７・備品購入費の３万９０００円は、写真額縁

購入などに係る経費でございます。 

 以上が議会運営事務事業に伴う予算でござい

ます。 

 後に、政務活動費交付事業についてです

が、節１８・負担金補助及び交付金１１３３万

７０００円につきましては、各会派に交付いた

します政務活動費といたしまして１００８万円

のほか、全国市議会議長会や熊本県議長会及び

各種協議会等に関わります負担金約９６万９０

００円などを含みました内容となっておりま

す。 

 以上が令和４年度の議会費の予算の概要でご

ざいます。御審議方よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 質疑がないようです

ので、以上で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上で第

１款・議会費についてを終了いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 それでは、午前中の審査を終了し、しばらく

休憩いたします。午後は１３時から再開いたし

ます。 

（午前１１時５５分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（古嶋津義君） 休憩前に引き続き、

総務委員会を再開いたします。 

 それでは、第２款・総務費、第１１款・公債

費、第１２款・諸支出金及び第１３款・予備費

について説明を求めます。 
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○市長公室長（佐藤圭太君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市長公室

の佐藤でございます。 

 令和４年度の当初予算に係る総務費の歳出予

算を御審議いただくに当たり、関係します各部

長から予算案に対する考え方、総括等を順に述

べさせていただきます。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

 市長公室では、第２次八代市総合計画で掲げ

る将来像の実現に向けて、特に重点的に取り組

む５つの重点戦略のうち、持続可能な選ばれる

まち、スマートシティやつしろを推進するた

め、所属課の各種事業を通じて展開してまいり

ます。 

 まず、秘書広報課の広報広聴活動事業では、

市の取組を幅広く市民にお知らせし、市政の見

える化の推進に向けて、広報やつしろの発行に

よる情報発信のほか、ホームページやエフエム

やつしろ、ＳＮＳといった様々なメディアを活

用し、喫緊の課題であるコロナ対策や災害復旧

関連施策などをはじめとして、市民が求める情

報の迅速な提供に努めます。 

 また、本市のデジタル化推進のための取組と

いたしまして、本市ホームページ上におきまし

て、簡易な質問に対してＡＩが回答する熊本県

市町村共同利用型ＡＩチャットボットを導入い

たします。 

 そして、コロナ禍の影響により、今年度延期

といたしました八代市中学生議会や同じく令和

２年度より延期となっております、市長が市内

各校区を巡回し、政策や重点事業の報告を行う

とともに、市民の意見を伺い、市政運営の参考

とするための市政懇談会につきましても、状況

を注視しながら開催したいと考えております。 

 将来の八代市を担う子供たちや市民の方々と

八代の暮らしや未来について語り合うことで市

政への関心を高め、まちづくりに参画しようと

する機運の醸成に努めてまいります。 

 次に、人事課では、職員の福利厚生と併せ

て、多様化する行政ニーズに対応するために

は、市職員の意識改革と能力開発が不可欠と考

え、職員自身のスキルアップやモチベーション

向上を促し、行政機能を 大限発揮することが

できる人材育成に取り組んでまいります。 

 特に、研修関係では、自治大学校や各種研修

センターなどへの派遣とあわせて、複雑化する

地域課題にデジタル技術を市民生活に活用する

スマートシティやつしろを実現するため、デジ

タル化に必要な知識技能及びそれらを用いた課

題解決能力を持つ人材育成のための研修にも力

を入れてまいります。 

 後に、国際課では、コロナ禍で海外との人

の往来による交流が難しい状況を踏まえ、オン

ライン等を活用した交流を積極的に行いなが

ら、アフターコロナを見据えた迅速な相互訪問

による交流の実現に取り組みます。 

 また、外国人市民との多文化共生社会の実現

に向けて、外国人市民向けの日本語教育や日本

人市民向けのやさしい日本語の普及に努め、言

語の壁を取り除きながら、相互理解を促進して

いきます。 

 さらに、多言語通信システムの導入など、外

国人市民の相談窓口の充実を図るとともに、昨

年７月、新たにやつしろ国際協会を設立したと

ころであり、官民一体となり、地域の国際化の

推進に積極的に取り組んでまいります。 

 市政の見える化の推進、市職員の意識改革と

能力開発への取組、多文化共生社会の実現とそ

れぞれが長いスパンでの取組を要する課題では

ありますが、この一つ一つが将来の八代市を築

く礎となるよう、粘り強く丁寧に進めてまいり

たいと考えております。 

 以上、総務費における市長公室の総括とさせ

ていただきます。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 改めまして、
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皆さん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）総務企画部の稲本でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。着座にて説明さ

せていただきます。 

 それでは、新規事業をですね、中心に総務企

画部の総括を申し上げます。 

 まず、定住促進対策事業では、本市への移

住・定住促進のために、県外から本市に移住

し、定住を目的に住宅を取得する方などに対

し、上限５０万円を支給する移住・定住促進補

助金制度を新たに創設します。 

 また、ＳＤＧｓ推進事業では、将来にわたっ

て持続可能なまちづくりを推進するため、職員

研修や市民ワークショップなどを実施し、ＳＤ

Ｇｓの理念の周知に取り組みます。また、ＳＤ

Ｇｓに対する意識の高揚や企業価値を高めるこ

とを目的に市内の企業・団体などを対象に八代

市のＳＤＧｓ宣言制度を導入し、市内全域へ取

組の普及展開を図ります。 

 次に、デジタル化推進関係についてですが、

スマートシティやつしろの実現に向け、本市の

デジタル化の具体的な取組や推進体制などを定

めた八代市デジタル化推進基本計画を本年２月

に策定いたしました。 

 本計画では、デジタルでつながる未来都市～

Ｍove forward！八代～をスローガンに掲げ、

防災、市民サービス、医療保健福祉、農林水産

業など様々な分野においてデジタル技術を活用

した施策を展開することで、市民のウェルビー

イングライフの実現を目指してまいります。 

 そのための取組といたしまして、デジタル化

推進事業では、オンライン申請を可能にする行

政手続のデジタル化ツールや職員専用のビジネ

スチャットツールなどを導入し、地域課題の解

決や行政サービスの効率化・高度化を図ってま

いります。 

 次に、地域情報化事業では、市内の情報通信

格差を是正するため、令和元年度から光ブロー

ドバンド未整備地区における整備を推進してお

ります。これまで、龍峯、日奈久、二見、鏡地

区沿岸部及び東陽・泉地区の整備が完了してお

り、いよいよ令和４年度の坂本地区の整備をも

って事業完了となります。これにより、市内全

域で光ブロードバンドサービスを利用できる環

境が整うこととなります。 

 また、誰もがデジタル化の恩恵を受けられる

よう、情報インフラとして公共施設のＷi－Ｆi

整備を進めてまいります。令和４年度は、長期

避難所であるコミュニティセンターを優先的に

整備し、災害時の通信確保と平時における施設

利用者の利便性向上を図ることとしておりま

す。 

 後に、基幹統計調査として就業構造基本調

査を実施します。これは、令和４年１０月１日

を調査基準日として、国民の就業状況を明らか

にし、全国及び地域別の就業構造に関する基礎

資料を得るため、５年ごとに実施される統計調

査でございます。 

 調査は、約５０の調査区を設定し、各調査区

から１５世帯ずつ無作為抽出して得た約７５０

世帯が対象となり、指導員約６名、調査員約５

０名の体制で調査を実施いたします。 

 調査への御協力が得られるよう周知を図りた

いと考えております。 

 総括は以上でございますが、今般策定いたし

ました第２次八代市総合計画第２期基本計画、

八代市重点戦略、八代市デジタル化推進基本計

画などを基に、今後とも市役所各部はもとよ

り、国・県など様々な関係機関と連携し、市政

の総合的な推進を図ってまいります。 

 以上でございます。 

○財務部長（尾﨑行雄君） それでは、財務部

の主な事業について、着座にて説明させていた

だきます。 

 まず、財政が所管する関係でございますが、

今回の予算編成に当たっては、 優先課題とし
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て取り組みます令和２年７月豪雨関連や新型コ

ロナウイルス感染症対策関連の事業について

は、令和３年度に引き続き実施してまいりま

す。 

 また、未来への新たな挑戦、魅力ある選ばれ

る八代の実現を目指し、新たな５つの重点戦略

に沿った、今の時代に必要な施策を盛り込むと

ともに、デジタル化による市民サービスや利便

性向上の実現を目標とするスマートシティやつ

しろの推進を強く意識した施策を展開していく

など、国や県と連携した切れ目のない１５か月

予算として編成したところです。 

 なお、財政見通しにつきましては、地方交付

税について、国勢調査による算定基礎人口の減

少なども見込まれるところですが、国の地方財

政計画では、出口ベースで対前年度比プラス

３.５％の予算が確保される見込みに加え、本

市におきましては、災害復旧債や合併特例債の

償還額増加の影響も考慮し、プラス３.７％で

見込んでおります。予算規模は、新庁舎建設事

業の本庁舎部分が完成したことによりまして減

少しましたが、令和２年７月豪雨関連や新型コ

ロナウイルス感染症対策関連などの臨時的な財

政出動もあり、合併後３番目となっておりま

す。今後もさらなる財政健全化への取組も欠か

さず、財政規律の堅持と市政発展のための投資

のバランスの取れた持続可能な財政運営を確立

してまいります。 

 また、ふるさと納税につきましては、令和元

年９月より現在の観光・クルーズ振興課へ所管

を移しまして、新たな取組による寄附金の増加

を図ったところ、令和元年度は返礼品の見直し

や新規開拓などにより、寄附額約３億６０００

万円、令和２年度も継続した取組に加え、７月

豪雨の影響で全国からの支援が集まり、約１２

億７０００万円の大幅増となりました。令和３

年度におきましても、約１７億５０００万円を

見込んでおりますので、先ほど補正予算をお願

いしたところでございます。令和４年度も、さ

らなる寄附金の増加を図り、一般財源の確保に

努めてまいります。 

 次に、入札・契約事務関係でございますが、

従来から行っております工事関係の電子入札シ

ステムに物品・役務も追加し、全ての入札を電

子化することで、新型コロナウイルス感染症対

策及び入札参加者の利便性向上並びに入札・契

約事務の効率化を図ります。 

 次に、未利用財産の活用による歳入確保とい

たしまして、未利用財産の売却や貸付けの拡大

を図っており、令和２年度より新たな取組とい

たしまして、専ら公共施設の利活用を取り扱う

民間ウェブサイト等への掲載や、市有施設等利

活用見学会を実施しているところでございま

す。また、経費削減に向けた取組として、庁舎

や学校施設等高圧電力施設における電力調達の

入札を実施いたしております。 

 そして、令和４年２月１４日より、新庁舎の

開庁に伴いまして効率的かつ効果的な管理を目

指した総合管理業務委託方式による庁舎管理を

行っており、全庁的なファシリティマネジメン

トをさらに推進してまいります。 

 また、新庁舎の市民交流エリアにつきまして

は、オンライン予約システムによる申請もでき

るようになっておりますので、市民の皆様に気

軽に御活用いただきたいと考えております。 

 次に、税関係でございます。 

 市民税につきましては、市たばこ税は、近年

増税されておりますものの、分煙・禁煙の啓発

等による健康志向の高まりなどから税の減少を

見込んでおりますが、このほかの法人市民税な

どにつきましては、コロナ禍ではありますもの

の、全体的には経済が回復傾向にあることか

ら、税収増を見込んでおります。 

 また、固定資産税におきましては、家屋で評

価替えの翌年度のため、単純に新築分の上乗せ

などにより増加を見込んでおりますが、償却資
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産は、コロナ禍の影響により新規設備投資が例

年ほどは見込めないことなどから減少見込みで

あり、全体的には微増と見込んでいるところで

ございます。今後も、引き続き公正公平な課税

に努めてまいります。 

 また、税の徴収につきましては、引き続き、

滞納整理の早期着手を行い、現年度課税分の収

納率向上と翌年度への滞納繰越しの抑制を図り

ます。早期の催告と財産調査を徹底し、差押え

等の滞納処分を強化し、累積滞納額の削減に努

めるとともに、税負担の公平性を確保してまい

ります。 

 税関係の新たな取組としましては、新庁舎開

庁に合わせて税証明等のオンライン申請を開始

しております。令和３年度より開始しておりま

す市税等納付のスマホ決済と同様に、市役所に

赴くことなく行政手続が完了できる環境を整備

することで、納税者の利便性の向上だけでな

く、新型コロナウイルス感染症への対策やキャ

ッシュレス化の推進にもつながるものと考えて

おります。 

 後に、建設部が所管します新庁舎の建設関

係でございますが、令和４年度は、新庁舎建設

事業の 終年度として、仮設庁舎跡地を駐車場

に整備する外構２期工事を進め、令和４年１０

月末をめどに完成を予定しております。 

 以上、財務部の総括とさせていただきます。 

○市民環境部長（谷脇信博君） 市民環境部の

谷脇でございます。それでは、当委員会所管の

総務費中、市民環境部が所管いたします当初予

算の主な事業につきまして、総括及び方針の一

端を着座にて述べさせていただきます。よろし

いでしょうか。 

 まず、市民活動政策課が所管します住民自治

の推進についてでございます。 

 昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染

症の影響により多くの地域イベントが中止とな

る中、それぞれの地域協議会において創意工夫

の下、地域の特色を生かしたまちづくり活動を

展開していただいております。 

 市としましても、活動交付金や補助金などの

財政支援を充実させるとともに、地域の人材育

成にも取り組み、地域協議会への支援をさらに

強化してまいります。 

 また、地域協議会に委託しておりますコミュ

ニティセンターの一部管理業務は、来年度から

は１９の地域協議会に受託していただく予定で

ございます。 

 次に、協働のまちづくりの推進でございま

す。 

 本市の協働によるまちづくりの基本的な考え

方を定めました八代市協働のまちづくり推進条

例を具現化した協働のまちづくり推進計画を令

和３年３月に策定いたしております。 

 この計画に基づきながら、引き続き、地域の

自主性、主体性を尊重し、地域の皆様の要望や

意見をしっかりと受け止め、市からも的確な助

言や情報発信を行うなど、きめ細かな支援を行

い、協働によるまちづくりの推進に取り組んで

まいります。 

 次に、コミュニティセンターの維持管理及び

施設整備でございますが、今後も防災拠点とし

ての機能充実を図りますとともに、地域活動の

拠点として、誰もが利用しやすい施設となるよ

う空調設備の整備やトイレの洋式化などを計画

的に進めてまいります。 

 特に、令和７年末再建を目標としております

坂本コミュニティセンターにつきましては、地

域の皆様と意見交換を行いながら、整備の方針

を検討していく予定としております。 

 また、市政協力員関係でございますが、市政

協力員の皆様には、地域住民への事務連絡や広

報紙の配布をお願いするなど、市の多くの部署

が様々な事務をお願いしており、市民福祉の増

進と市政の円滑な運営のために行政と市民をつ

なぐ重要な役割を担っていただいております。



 

－26－

特に令和２年７月豪雨におきましては、先頭に

立って復旧に御尽力いただき、本市にとりまし

て市政協力員制度は非常に重要な制度であると

改めて認識したところでございます。 

 しかし、近年の世代間関係の希薄化や急速な

高齢化などもあり、市政協力員のなり手不足が

懸念されますことから、地域の御意見を伺いな

がら、引き続き、担当地区の編成や業務の見直

しなどを行ってまいります。 

 次に、人権政策課が所管します人権啓発につ

いてでございます。 

 誰もが生き生きと暮らせるまち、人権が尊重

されるまちづくりの実現を目指し、人権啓発セ

ンターを活用しながら、人権尊重の意識と実践

力を養う学習活動を展開することで、市民の人

権意識の高揚が図られるよう啓発推進に取り組

んでまいります。 

 男女共同参画につきましては、あらゆる分野

において男女が共に活躍できる社会づくりに向

け、様々な取組を引き続き進めてまいります。

また、第２次八代市男女共同参画計画の計画期

間が令和５年度末で終了しますことから、今後

２年間をかけて新たな計画を策定する必要があ

り、令和４年度は計画策定の基礎資料とするた

めに市民意識調査などの実施を予定しておりま

す。 

 青少年健全育成につきましては、地域協議会

や学校、警察及び少年指導員による巡回街頭指

導や八代地区保護司会と連携した社会を明るく

する運動などを通して、今後も啓発活動を実施

してまいります。 

 後に、市民課でございます。 

 現在、デジタル技術を取り入れた窓口運営の

一つとして、マイナンバーカードを利用したオ

ンライン申請での証明書発行を受け付けており

ます。市民の方が自宅からオンラインで証明書

発行申請を行い、職員が受け付け後に証明書を

発行し、申請者へ郵送するもので、併せて証明

書発行手数料や郵便料についてもスマホなどの

決済を利用することで、市役所への来庁が不要

となる仕組みといたしております。 

 そのほか、証明書発行窓口でも、非接触型レ

ジやキャッシュレス決済を導入するなど、デジ

タル技術により感染リスクの低減と利便性向上

につなげてまいります。 

 また、市民の方が亡くなられた際の手続をワ

ンストップで行うお悔やみコーナーの運営や引

っ越しシーズンの休日窓口、夜間窓口の開設な

ど、市民の皆様にとって利用しやすい窓口づく

りに引き続き取り組んでまいります。 

 また、マイナンバーカードの普及促進では、

イオン八代２階のマイナンバーカード受付セン

ターの運営やマイナンバーカードオンライン申

請補助端末の導入による企業や地域への出張申

請、本庁での写真撮影を含めた申請方法の実施

など、効率的な申請交付体制を整え、より一層

促進してまいります。 

 以上でございますが、今後とも、市議会をは

じめ、市民の皆様の御意見をお聞きしながら、

改善すべきところは改善し、事業の着実な遂行

に努めてまいりたいと考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務部の岩瀬

でございます。引き続き、よろしくお願いいた

します。それでは、失礼しまして、着座にて説

明させていただきます。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

８号・令和４年度八代市一般会計予算をお願い

します。 

 総務委員会付託分のうち、款２・総務費、款

１１・公債費、款１２・諸支出金、款１３・予

備費について説明いたします。説明に当たりま

しては、職員給与費は省略し、新規の取組や事

業費の大きいものを中心に説明いたします。 

 それでは、５４ページをお願いいたします。 
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 下段の表、款２・総務費でございます。項

１・総務管理費、目１・一般管理費は３５億６

０７万５０００円を計上しております。前年度

と比較して３億７７０１万６０００円増加して

おりますが、主な要因としましては、説明欄の

１つ目、前年度当初と比較して、組織体制の変

更等で一般職が１１名多いことや、退職手当の

該当者が多くなっていることなど、また、次の

５５ページ、説明欄の下から３つ目のふるさと

納税事業６億７５２３万円において、前年度当

初比で２３％増加したことなどが主なものでご

ざいます。 

 まず、説明欄の下から４つ目、職員研修事業

１００６万円では、新たな研修として、環境変

化に対する職員の適応力を向上させるレジリエ

ンス研修を行うほか、デジタル・トランスフォ

ーメーション人材育成研修などを引き続き実施

いたします。 

 その下のふるさと納税事業につきましては、

当初予算の歳入の説明の際、申し上げましたよ

うに、令和４年度は前年度より２億円増の１２

億円余りの寄附を見込んでおりますので、特産

品などのふるさと納税謝礼４億４４２２万円、

ふるさと納税業務委託料１億７６７万６０００

円、ポータルサイト利用料９５５７万８０００

円などのほか、今回新たに事業者勉強会や寄附

者との意見交換会の開催などのコンサルティン

グ委託料１３２万円を計上しております。 

 その下のふるさと納税ＰＲ事業１８７７万６

０００円は、新しい事業者や返礼品の登録、事

業者間の連携や知識向上、寄附者へのお礼など

を継続的に実施することにより、地域経済の活

性化につなげるとともに、安定的な歳入の確保

と物産振興を図るもので、ワンストップサービ

ス郵送料４４２万４０００円など、ふるさと納

税のＰＲのための経費を計上しております。 

 その下の企業版ふるさと納税事業２１万円

は、新たに株式会社肥後銀行が作成します２０

２２年度くまもと企業版ふるさと納税対象プロ

ジェクト集への掲載委託料１１万円及び寄附実

現時の成功報酬型手数料１０万円でございま

す。 

 ５６ページをお願いいたします。 

 目１の説明欄の下から４つ目、市政協力員関

係事業１億１３１３万９０００円は、各地区の

市政協力員３３０人への委託料１億４２５万８

０００円のほか、市政協力員事務費４９５万

円、市政協力員研修費等補助金２９７万円、市

政協力員担当地区再編事業補助金で２地区分３

６万円でございます。 

 その２つ下の国際交流推進事業６４７万６０

００円は、主に国際交流員・ＣＩＲの報酬３９

４万円や多文化共生講座世界の料理教室関係経

費のほか、昨年７月に設立しましたやつしろ国

際協会への負担金４１万４０００円でございま

す。 

 続きまして、中段からの目２・文書広報費は

１億７３８７万８０００円を計上しておりま

す。前年度と比較して３２２０万３０００円増

加しておりますのは、説明欄一番下の特別会計

繰出金事業（ケーブル）４６８９万７０００円

において、前年度当初比で９６％増加したこと

が主なもので、これは令和２年７月豪雨の影響

による減収などを補うものでございます。 

 説明欄の下から２つ目、広報広聴活動事業３

９１３万９０００円は、広報やつしろの印刷製

本費３５８２万７０００円が主なもので、その

ほか３年ごとに開催の中学生議会に係る経費８

万６０００円や住民からの行政への問合せにＡ

Ｉが回答するＡＩチャットボットの運用経費７

９万２０００円などでございます。 

 ５７ページをお願いします。 

 目３・会計管理費は１９３１万２０００円を

計上しております。前年度と比較して４３９万

円増加しておりますが、会計窓口業務の一部に

ついて、新たに民間委託の導入を行う経費７３
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４万３０００円が主なものでございます。 

 次の目４・財産管理費は５億４３０４万５０

００円を計上しております。前年度と比較して

７６８８万６０００円増加しておりますのは、

説明欄中ほどの市有財産管理事業（本庁）分の

うち、旧八代市立病院の医師宿舎解体工事な

ど、また、その下の市有財産管理事業（坂本支

所）における旧八代東高校坂本分校跡倉庫の解

体工事などが主なものでございます。 

 説明欄の上から３つ目の市庁舎管理運営事業

（本庁）２億６０３６万９０００円は、新庁舎

の維持管理に係る経費が主なもので、施設の常

駐管理や保安警備、受付業務などの包括委託を

行う総合管理業務委託１億６７８万８０００円

や電気料６２４０万円などでございます。 

 新庁舎関連以外では、坂本支所仮設庁舎のリ

ース料１６７２万円などがございます。 

 また、下から２つ目のファシリティマネジメ

ント推進事業１１９１万５０００円は、公共施

設の適正な維持管理を行うために、新たに建物

劣化診断調査や保全計画を策定する経費１１６

６万円などでございます。 

 ５８ページをお願いします。 

 次の目５・企画費は３億８６８３万８０００

円を計上しております。前年度と比較して２億

２３１３万４０００円増加しておりますのは、

主に説明欄の下から３つ目の復興推進事業関係

によるものでございますが、令和２年７月豪雨

に関する特別委員会の付託事項となりますの

で、内容の説明は省略いたします。 

 これ以外としまして、説明欄の上から５つ

目、定住促進対策事業４７５万７０００円は、

くまもと版地方創生移住支援事業補助金を活用

した首都圏からの移住支援金２００万円のほ

か、新たに県外から本市に移住し、定住を目的

に住宅を取得する方に上限５０万円を支給する

移住・定住促進補助金２５０万円などでござい

ます。 

 さらに５つ下の住民自治推進事業７３２１万

８０００円は、住民自治組織である２１か所の

地域協議会の運営を支援するための地域協議会

活動交付金６６６６万９０００円や、地域みら

いづくり補助金６３０万円が主なものでござい

ます。 

 一番下のＳＤＧｓ推進事業２２万８０００円

は、市域全体へのＳＤＧｓの理念の浸透を図

り、将来にわたって持続可能なまちづくりを推

進するもので、職員研修や市民ワークショップ

等を開催する経費でございます。 

 次に、目６・情報推進費は６億２００３万８

０００円を計上しております。前年度と比較し

て８５２９万８０００円の減となっております

が、電算システムの新庁舎移転が令和３年度で

終了したことなどが主な要因でございます。 

 まず、説明欄の上から２つ目、基幹システム

運用事業１億３２０万４０００円は、基幹シス

テムの安定稼働のため、システム保守やツール

開発、データバックアップ等の運用を行うもの

であり、基幹系システム使用料６２８８万５０

００円、入力データ作成委託料９５７万８００

０円が主なものでございますが、新たに令和５

年度から固定資産税と軽自動車税についてＱＲ

コード決済ができるようにする、共通納税制度

の税目拡大に伴うシステム改修委託料９６５万

円が主なものでございます。 

 次に、下から２つ目、サーバ管理運用事業１

８０７万１０００円は、新型コロナウイルス感

染症対策としてリモート接続システム保守委託

５５７万４０００円、リモート接続システム使

用料１３２万９０００円などのほか、新たにイ

ンターネットを利用するクラウドサービスを安

全に利用できるよう監視し、自動制御する仕組

みを構築するための特定通信ツール賃借料９９

万８０００円が主なものでございます。 

 次に、一番下の地域情報化事業３億３１１８

万４０００円は、超高速ブロードバンドを坂本
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地区に整備予定しており、補助金３億８００万

円のほか、新たにコミュニティセンター１０か

所へのＷi－Ｆi 設置工事費１１００万円が主な

ものでございます。 

 ５９ページをお願いします。 

 説明欄１つ目のデジタル化推進事業１０４７

万１０００円は、デジタル技術を活用し、地域

課題の解決や行政サービスの効率化・高度化を

図るもので、新たにアンケートや申込みフォー

ムの作成・集計を容易にすることで、業務効率

化を可能にする行政手続デジタル化ツールの使

用料７９万２０００円や行政専用チャットツー

ルの使用料５５４万４０００円、新庁舎に新た

に設置するキャッシュレス決済端末の使用料８

万８０００円などが主なものでございます。 

 次に、目７・交通犯罪対策費は１億３４０１

万６０００円を計上しております。説明欄一番

下の生活交通確保維持事業７５４０万６０００

円は、中山間地域の交通移動手段確保の一環と

して、乗合タクシー運行事業補助金を継続して

実施いたします。 

 ６０ページをお願いします。 

 目８・人権啓発費は１億１２２５万円を計上

しております。説明欄一番下の男女共同参画市

民意識調査事業２９５万７０００円は、現行の

第２次八代市男女共同参画計画が令和５年度を

もって計画期間が終了することに伴い、新たな

計画策定のための市民意識調査業務委託２２６

万２０００円などでございます。 

 次に、目９・コミュニティセンター費は２億

３３０８万６０００円を計上しております。説

明欄一番下のコミュニティセンター施設整備事

業９３５５万８０００円は、郡築コミュニティ

センターの屋上防水・外壁塗装改修工事３９１

８万円、松高コミュニティセンターの屋上防

水・軒裏爆裂補修工事２８３２万円、太田郷・

八代・二見・東陽の４つのコミュニティセンタ

ーでトイレ洋式化改修工事１１００万円、麦島

コミュニティセンターの空調設備設置設計業務

委託４９０万円などでございます。 

 ６１ページをお願いします。 

 目１０・公平委員会費では、事務事業費とし

て１２０万６０００円を計上しております。 

 次に、目１１・諸費は６２２１万８０００円

を計上しております。過年度の国県支出金の精

算に伴う準備金として、説明欄中ほどの国県支

出金等返還金事業１０００万円や前年度の法人

市民税などの精算に伴う還付金の準備金とし

て、市税還付金事業５０００万円が主なもので

ございます。 

 次に、目１２・市庁舎建設費は３億２３２５

万１０００円を計上しております。本体が完成

し、一部外構工事を残すのみとなりましたの

で、前年度と比較して７６億９２４３万５００

０円の減となっております。主なものは、継続

費設定分である新庁舎外構工事で２億９８４４

万円、外構工事監理業務委託で９９２万６００

０円となっております。また、新庁舎駐車場に

おける１０台分の監視カメラ設置工事１２７４

万９０００円でございます。 

 ６２ページをお願いします。 

 項２・徴税費、目１・税務総務費は５億２６

６３万８０００円を計上しております。主に市

民税、資産税の事務事業経費でございます。特

定財源は、県の県民税徴収事務委託金でござい

ます。 

 次に、目２・賦課徴収費は１億６５３万５０

００円を計上しております。市民税部門では、

ｅＬＴＡＸ関係経費、資産税部門では次期評価

替えに向けた土地の不動産鑑定業務委託が主な

ものでございます。なお、新たに軽自動車税関

係の手続電子化に伴うシステム改修委託として

３００万１０００円を予定しております。 

 ６３ページをお願いします。 

 項３、目１・戸籍住民台帳費は２億８９６５

万５０００円を計上しております。説明欄上か
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ら２つ目の戸籍住民基本台帳事務事業５００１

万８０００円は、令和４年度から坂本町の百済

来郵便局及び泉町の五家荘郵便局に取扱いを依

頼しておりました証明書交付事務が有料化され

ることに伴う委託料３３万６０００円や、婚姻

届や出生届等で来庁された市民の方が記念撮影

を行うことができるよう新庁舎に記念撮影用の

フォトブースを設置する予定としており、その

備品購入費６８万円を計上しております。 

 次の番号制度導入事業５６２５万円は、本年

度から継続して実施しておりますイオン八代シ

ョッピングセンター内でのマイナンバーカード

受付センターを開設するための経費などが主な

ものでございます。 

 次に、下段の表、項４・選挙費、目１・選挙

管理委員会費は４４９０万６０００円を計上し

ております。選挙管理委員会事務事業２７６万

５０００円は、選挙管理委員４名分の報酬１３

３万円が主なものでございます。 

 ６４ページをお願いします。 

 目２・県議会議員選挙費は２２９５万６００

０円、目３・参議院議員選挙費は８０５３万９

０００円を計上しております。いずれも投票立

会人、投票管理者及び投票事務補助員などの報

酬やポスター掲示場の作成、設置、維持、撤去

などの業務委託などが主なものでございます。

なお、県議会議員選挙費は、令和５年４月２９

日の任期満了、次の参議院議員選挙費は、令和

４年７月２８日の任期満了に伴い、執行される

ものでございます。 

 ６５ページをお願いします。 

 下段の表、項５・統計調査費、目１・統計調

査総務費は２１９１万９０００円を計上してお

ります。 

 ６６ページをお願いします。 

 目２・基幹統計費は５０６万円を計上してお

ります。前年度と比較して５４５万６０００円

の減となっておりますが、経済センサス事業が

終了したことによるものでございます。 

 下段の表、項６、目１・監査委員費は５０９

６万２０００円を計上しております。常勤監査

委員や一般職の職員給与費のほか、監査事務事

業の２４１万２０００円は、非常勤監査委員２

名分の報酬１５９万２０００円が主なものでご

ざいます。 

 以上が総務費でございます。 

 続いて、大きく飛びまして１１７ページをお

願いします。 

 下段の表、款１１・公債費でございます。項

１・公債費、目１・元金は６３億８３４万７０

００円を計上しております。前年度と比較して

１億１１９４万８０００円増加しております

が、説明欄の長期債償還元金事業のうち、環境

センター建設費借入金の償還において、据置期

間が終了したものから順次償還が始まったこと

等によるものでございます。 

 １１８ページをお願いいたします。 

 目２・利子は２億７２３３万２０００円を計

上しております。説明欄の長期債償還利子事業

２億７１１６万７０００円及び一時借入金利子

事業１１６万５０００円でございます。 

 次に、款１２・諸支出金でございます。項

１・基金費、目１・財政調整基金費３９７万８

０００円、目２・市有施設整備基金費１６７万

５０００円、目３・減債基金費１０９万２００

０円は、いずれも基金の運用で生じた利子を一

旦一般会計に繰り入れた後、同額を基金に積み

立てるものでございます。 

 次の目４・ふるさと元気づくり応援基金５億

２５５３万３０００円は、本市へのふるさと納

税寄附金から返礼品等に係るふるさと納税事業

に充当した残りと基金運用利子を積み立てるも

のでございます。 

 次の目５・まちづくり交流基金費２８万２０

００円は、基金運用利子を積み立てるものでご

ざいます。 
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 次の目６・平成２８年熊本地震復興基金費４

３万２０００円は、平成２９年度県の復興基金

からの交付金を原資として創設した基金でござ

いまして、令和４年度の県の復興基金を活用し

た基本事業の実施に伴い交付される事務費交付

金のうち、事業に充当できない分と基金運用利

子を積み立てるものでございます。 

 １１９ページをお願いします。 

 目７・新型コロナウイルス感染症対策基金費

６３万５０００円は、令和２年度に新型コロナ

ウイルス感染症対策として、国の臨時交付金を

原資として創設した基金でございまして、基金

運用利子を積み立てるものでございます。 

 後に、款１３、項１、目１・予備費でござ

います。予算執行における緊急対応分として予

備費２０００万円を計上しております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） じゃ、忘れないうち

に。市民税の賦課徴収事務事業という中で、ｅ

ＬＴＡＸ関係費というのが計上されておりまし

た。その中で新規のシステム改修委託の分で軽

自動車税関係の手続電子化に伴うシステム改

修、これは市民と行政──役所との間の手続の

ことなんでしょうか、それとも役所の内部のシ

ステムの改修なんでしょうか。 

 市民の方が、先ほどデジタル化とおっしゃっ

たように、家からスマホなりパソコンなりから

手続ができる、納税ができるといった内容なん

でしょうか、詳細について教えてください。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 共通納税

制度の税目拡大に伴うシステム改修委託という

ことでございまして、内容につきましては、具

体的には市から発送いたします納付書にです

ね、地方税共通納税システム用のＱＲコードを

印字するということでございます。住民の方

は、そのＱＲコードを活用して自宅でインター

ネットによる電子納税ができるようになると。

また、スマホ決済も可能になる予定でございま

す。また、実際に活用される決済自体はです

ね、今から決定されるということで、この実施

が令和４年度に改修しまして、令和５年度から

実際にスタートする予定でございます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 今の続きなんですけ

ど、よくカードリーダーとかなんとかってない

と、先に進まない手続とかあるんですけど、そ

れは要らない、もうＱＲコードだけでいいって

いうことですか。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 現在のと

ころ、ＱＲコードだけということで伺っており

ます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございま

す。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） そしたら、予算書の５

６ページの台湾基隆市友好交流事業っていうの

について。事業は、対象はどなたが対象で何名

で、事業の概要とか、時期とかですね、そうい

ったものについて教えてください。 

○国際課長（緒方 浩君） こんにちは。国際

課の緒方でございます。堀委員御質問の、台湾

基隆市友好交流事業についてお答えをさせてい

ただきます。 

 まず、交流に伴う渡航旅費というところでで

すね、今回は担当部署の４名を考えておるとこ

ろでございます。それと受入れにつきましては

ですね、コロナ禍の影響でどうなるか分かりま

せんけども、もし来られたときに先方の交流会

費とかですね、記念品代等を考えておるところ

でございます。 
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 以上、お答えといたします。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（堀 徹男君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） じゃ、続けて５７ペー

ジの市有財産管理事業の本庁の分で、市立病院

の医師の宿舎解体という説明があったようです

けど、その解体工事の財源と、それから跡地の

利活用についての状況を教えてください。 

○財務部長（尾﨑行雄君） 起債についてはで

すね、公適債のほうを。公共施設等の適正化事

業債のほうを予定しております。 

 跡地利用についてはですね、今後、近隣の方

々と協議していかないといけないのかなという

ふうには考えております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 次の５８ページの住民

自治推進事業についてお尋ねをします。 

 ７３２１万８０００円のですね、地域協議会

活動交付金６６６６万９０００円かな。それと

同じくコミュニティセンターの維持管理事業、

６０ページにありますけど、管理業務委託の分

で６４２３万９０００円か。どちらとも関連し

てお答えでいいんですけれども、地域雇用職員

というのを今、採用されて、住民自治の支援を

されていると思うんですけど、その分の予算が

交付金の中に一括して入れてあるというふうに

お伺いしてるんですけど、大体のその人件費相

当の分というのは幾らになっているのかという

のとですね、それから、コミュニティセンター

の指定管理者制度導入というのに向けてです

ね、取組がされているというふうに解釈してい

るんですけど、その制度導入に向けた、その地

域協議会のですね、育成状況というのはどのよ

うに捉えていらっしゃるかについてお尋ねをし

たいと思います。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） 市民活動政策課の吉井で

す。よろしくお願いいたします。 

 地元雇用職員についてはですね、コミュニテ

ィセンター維持管理事業の中のコミュニティセ

ンターの一部管理委託事業の中に含まれていま

す。こちらのほうでお金を出しているところで

ございます。 

 それから、指定管理員制度についてどうして

いるのかということですけども、一応ですね、

指定管理ということではなくてですね、地元に

拠点ということで、地域協議会を中心にです

ね、委託しているところですけども、そちらの

ほうでしていくということで、指定管理制度と

いうことを今予定しているところではございま

せん。一部管理委託ということで地域協議会に

お願いしとるということです。 

○委員（堀 徹男君） すいません。私、地域

雇用職員とですね、人件費の相当分は幾らかと

いうお尋ねをしてますので、まず、その金額を

答えてください。 

 それと、コミュニティセンターのですね、将

来的な目標像というのは、指定管理者制度の導

入に向けたものだったというふうに解釈してる

んですけど、その育成の過程において一部管理

業務委託、今されてると思います。 終的な目

標である地域協議会への指定管理者制度導入と

いうのをですね、目途に育成をされているんだ

というふうに思ってるんですが、その育成状況

についてですね、お尋ねをします。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（吉井光博君） コミュニティセンターの

ですね、一部管理業務委託ですけども、１９地

域協議会で６４２３万９０００円を委託してお

ります。大体ですね、事務員を雇っておられま

すけども、大体時給が９４７円で計算しており
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ます、予算的には。 

 それからですね、地域協議会を対象にしてで

すね、研修会を行っておりまして、各ホームペ

ージとか、広報紙とか、人に伝わる話し方教室

とかを研修を行って、人材育成を図っておりま

す。 

 以上でお答えとします。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 今のは次回の質問に取

っておきたいと思いますので、続けてですね、

６３ページの番号制度導入事業についてお尋ね

をします。 

 マイナンバーカードの普及促進を図られてい

るという中ではありますけれども、市民の方に

ですね、普及促進を図る手だての一つにはコン

ビニ交付というのを利便性の向上とかっていう

のがあると思うんですね。その利便性の向上を

うたってはおるものの、コンビニ交付の機械で

できるサービスというのは、例えば、住民票と

戸籍──戸籍は取れたのかな──印鑑証明書と

かっていう、何種類かあるんですけど、それの

種類が現在どれぐらい活用できるのかというの

と、その提供されてるサービスは、他の自治体

が行っているマイナンバーカード等を使ったサ

ービスと比べて遜色がないものかというのをお

尋ねしたいと思います。 

○市民課長（上角愛美子君） 市民課の上角で

す。コンビニ交付でできる証明書ですけれど

も、住民票の写し、それから住民票の記載事項

証明書、それから、印鑑証明書というところに

なります。加えて、税証明のほうも発行はでき

ます。 

 以上です。（委員堀徹男君「続きがあります

よ、２点目」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） もう一点。 

○市民課長（上角愛美子君） ほかの自治体も

ですね、大半のところがそういったところにな

っております。中にはですね、戸籍の証明も取

れる自治体もありますけれども、戸籍のほうの

証明を入れるということになると、また莫大な

費用もかかりますし、今後ですね、マイナンバ

ーの普及が進んでいきまして、マイナンバーと

戸籍がですね、連携をさせていきますと、戸籍

の証明というもの自体がもう必要がなくなって

くるということがあります。そういう流れがあ

りますので、本市のほうでは、戸籍のほうは出

しておりません。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。堀委員、ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） いや、もう後日取って

おきます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに質疑ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で第

２款・総務費、第１１款・公債費、第１２款・

諸支出金及び第１３款・予備費についてを終了

いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後２時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時０７分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 執行部より発言の申し出があっておりますの

で、これを許可します。 

○市民税課長（山内真奈美君） 市民税課、山

内でございます。よろしくお願いいたします。 

 すいません、先ほど堀委員のほうから御質問
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をいただきました軽自動車のですね、システム

改修についての質問に対しまして、鋤田デジタ

ル推進課長のほうからお答えをさせていただき

ましたけれども、内容のほうが市民税課の賦課

徴収事務事業の中の一つということでしたの

で、訂正のほうさせていただきたいと思いま

す。 

 先ほど、ＱＲコードというようなお話で説明

をさせていただきましたが、あちらは共通ので

すね、納税システムの基幹システムの改修のほ

うでございます。 

 お聞きいただきました軽自動車税の関係手続

の電子化に伴うシステム改修、こちらのほうは

令和４年度中にシステムのほうを改修を行いま

して、令和５年度以降は軽自動車の納税証明書

ですね、あちらのほうを省略できるような形で

の改修を行うというものです。 

 それで、先ほど鋤田デジタル推進課長のほう

からお話しいただいた内容とは若干違いますの

で、修正させていただきます。申し訳ございま

せんでした。（委員堀徹男君「分かりました」

と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、第８款・消防

費について、総務企画部から説明を願います。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部の稲本でございます。よろしくお願いい

たします。着座にて説明させていただきます。 

 それでは、令和４年度八代市一般会計予算、

第８款・消防費につきまして総括を申し上げた

いと思います。 

 まず、防災体制の整備につきましては、令和

２年７月豪雨災害を受け、避難に対する住民の

意識がさらに高まり、地域住民の緊急避難場所

として重要な役割を果たす小中学校体育館等の

避難所機能にさらなる強化を目的に、空調設備

の整備を計画的に行ってまいります。 

 また、ウェブ版ハザードマップの情報を更新

し、本市の災害リスクや避難場所、河川情報等

の周知を行ってまいります。 

 次に、広域行政事務組合負担金につきまして

は、八代消防署新開分署庁舎建設に係る実施設

計費や造成工事費等の一部を負担することとし

ております。 

 次に、災害時用備蓄品につきまして、坂本町

に備蓄倉庫を新設し、坂本町やその周辺の備蓄

を進めることとしております。 

 消防施設では、昭和明徴町の小型動力ポンプ

積載車の格納庫の新設や泉町栗木地区の防火水

槽の整備などを行うこととしております。 

 消防団につきましては、消防団員確保による

消防団の強化・充実は大変重要ですが、近年、

消防団に加入される方が減少しており、団員の

確保は大きな課題となっており、副分団長、班

長、団員の階級において年額報酬の見直しを行

うこととしております。また、小型ポンプ積載

車やホース等の資機材更新も計画的に行ってま

いります。 

 次に、自助・共助による地域防災力向上の取

組についてですが、引き続き、自主防災組織等

の活動活性化を図るため、講演会や研修会の開

催、訓練等の支援に取り組んでまいります。ま

た、八代市登録防災士──やつしろソナエイタ

ーが、災害時における応急救助活動など地域で

活躍できる仕組みづくりを引き続き進めてまい

ります。 

 また、地域住民による自主運営避難所の設置

に向け、先行して実施する地域を選定し、課題

の抽出やその対策を講じた上で、全市的な取組

として実施してまいります。 

 今後とも、災害に強く、安全・安心なまちづ

くりに向け、各関係機関との連携協力の下、防

災基盤・体制の充実に取り組んでまいりますの

で、御理解御協力をいただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

 以上、総括といたします。詳細につきまして
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は、廣兼総務企画部次長が説明いたします。 

○総務企画部次長（廣兼和久君） 皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総

務企画部、廣兼でございます。よろしくお願い

します。着座にて説明をさせていただきます。 

 それでは、令和４年度八代市一般会計予算の

うち、歳出の消防費分について説明させていた

だきます。 

 一般会計予算書の１００ページをお願いいた

します。 

 款８・消防費、項１・消防費の目１・常備消

防費として２０億６６８７万２０００円を計上

しております。これは、広域行政事務組合負担

金事業で、八代広域行政事務組合消防本部常備

消防負担金２０億６６７９万９０００円、その

うち八代消防署新開分署庁舎の建設に伴う負担

金２億８８０４万７０００円となっておりま

す。このほか、権限移譲事務負担金７万３００

０円となっております。なお、前年度に比べ２

億１０４７万６０００円の増となっております

が、これは八代消防署新開分署庁舎の建設に係

る負担金の増が主な要因となっております。 

 特定財源として、権限移譲委託金など県支出

金が２万８０００円、合併特例債２億７２８０

万円、平成２８年熊本地震復興基金繰入金など

のその他の財源が１４４１万１０００円でござ

います。 

 次に、目２・非常備消防費で３億９１３万１

０００円を計上しております。前年度に比べて

１３８０万４０００円の減となっております

が、これは前年度に比べ、消防車両及び小型ポ

ンプの更新の台数が少ないことによるもので

す。 

 特定財源として、石油貯蔵施設立地対策等交

付金、熊本県電源立地地域対策交付金などの県

支出金が２４２４万１０００円、地方債といた

しまして、過疎債１０７０万円、緊急減災・防

災事業債２０２０万円、消防団員退職報奨金な

どのその他の財源６２７２万円となっておりま

す。 

 説明欄を御覧いただきたいと思います。消防

操法大会等事業２７１万３０００円は、市操法

大会経費１１０万円、県操法大会経費１０１万

５０００円が主なものでございます。 

 次の消防団育成及び消防団員教育事業６５０

万６０００円、これは消防団７３分団の運営補

助金１９４万２０００円、年末警戒補助金２３

４万円、消防団幹部先進地研修９４万８０００

円が主なものでございます。 

 次の消防団活動事業２億３２４６万円は、消

防団員２３００名の報酬８９１６万６０００

円、退職報償金掛金４８００万円、退職報償金

６１６０万円、出動手当１８００万円が主なも

のでございます。 

 次の消防団整備事業でございますが、申し訳

ございませんが、ここでちょっと数字の訂正を

お願いいたします。すいません。当初予算の概

要、こちらのものなんですが、こちらの５０ペ

ージをちょっとお開きいただきたいと思うんで

すが。５０ページの一番上の消防団整備事業の

３行目、消防用小型動力ポンプになります。こ

ちらのほうがですね、台数が６台というふうに

なっておりますが、１１台というふうにちょっ

と訂正をお願いします。それと金額が４５１５

万４０００円となっておりますが、金額のほう

が２７５９万８０００円に訂正をお願いいたし

ます。（｢もう一回」「あと一回数字を」と呼

ぶ者あり）台数が６台が１１台、金額が４５１

５万４０００円が２７５９万８０００円です。 

 すいません。訂正をよろしくお願いします。

申し訳ございません。 

 それでは、改めまして、予算書の１００ペー

ジ、消防団整備事業６７４５万２０００円は、

小型ポンプ積載普通車３台１９７１万１０００

円、軽自動車１台５３０万９０００円が主なも

のでございます。 
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 次に、目３・消防施設費で２２１４万１００

０円を計上しております。前年度に比べ、１８

５７万６０００円の減となっておりますが、こ

れは令和３年度に新庁舎へのサイレン吹鳴装置

の設置を終えたことが主な要因でございます。 

 特定財源といたしまして、過疎債６２０万円

や緊急防災・減災事業債３５０万円となってお

ります。 

 説明欄を御覧いただきたいと思います。消防

施設整備事業として、防火水槽新設６２０万

円、屋外消火栓ホース等格納箱整備１５０万

円、消火栓負担金８４０万円が主なものでござ

います。 

 次に、目４・防災管理費で１億２７０６万４

０００円を計上しております。前年度に比べ、

４６１９万９０００円の増となっております

が、これは坂本地区の防災拠点施設の整備及び

小中学校体育館等へのエアコンの設置の設計業

務委託などが主な要因でございます。 

 特定財源といたしましては、国庫支出金の防

災安全交付金が６４９万円、県支出金の球磨川

水系防災・減災ソフト対策等補助金が４５６万

６０００円、地方債といたしまして、合併特例

債が２８３０万円、緊急防災減災事業債が２７

２０万円、その他の財源といたしましては、平

成２８年熊本地震復興基金繰入金や地域福祉基

金繰入金など２４９３万６０００円となってお

ります。 

 説明欄の上から２つ目、防災行政情報通信シ

ステム管理運営事業２６５６万７０００円は、

システム運用保守業務委託料１２７８万円や自

治公民館等に設置しております旧防災無線設備

の撤去業務委託６４０万２０００円が主なもの

でございます。 

 それでは、１０１ページをお願いいたしま

す。 

 説明欄上段の防災訓練事業１７４万６０００

円は、総合防災訓練費用として１６２万４００

０円と住民参加型防災訓練１２万２０００円で

ございます。 

 次に、防災対策事業９８５万８０００円は、

自主防災組織設立補助・訓練等活動補助５０万

円、職員用防災服購入費１０３万７０００円、

避難所初動運営キット購入費２８万２０００

円、ウェブ版八代市ハザードマップ更新業務委

託１９８万円が主なものでございます。 

 次の避難行動要支援者関係事業の健康福祉政

策３６万５０００円は、高齢者や障害者の方な

ど災害時の避難において支援を要する方の名簿

である避難行動要支援者名簿の作成・管理を行

う経費でございます。 

 また、危機管理分として１６１万１０００円

は、避難行動要支援者システムの保守料及び地

図更新費用になっております。 

 次の災害時応急給水事業６３５万８０００円

は、断水時における応急給水活動のため、組立

式の給水タンク１０基を配置し、断水地域や避

難所への迅速な給水活動を行うものでございま

す。 

 次の災害時用備蓄資材整備事業１６９１万円

は、食料や飲料水などの備蓄消耗品５５０万

円、坂本町に新設する防災備蓄倉庫１１１０万

円が主なものとなります。 

 後に、避難所等設備整備事業３３１０万円

は、避難所環境の改善を図るために実施する小

中学校体育館等へのエアコンの設置の実施設計

委託として、令和４年度実施予定の６施設分２

９８０万円と坂本の鮎帰地区唯一の公的避難所

であります鮎帰社会教育センターに設置する多

目的トイレ３３０万円となっております。 

 以上で消防費の説明を終わります。御審議よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 防災管理費の部分でお
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尋ねをしたいと思うんですけれども、災害時用

の備蓄資材の整備事業ということで、防災施設

の備蓄用品の購入経費をあげられております。

毎年ですね、適宜防災備蓄品として備蓄を進め

られているというふうには思っておりますが、

その備蓄品のですね、目標の設定というのがあ

れば、その目標値を教えていただきたいのと、

それと充足率といいますか、進捗状況、目標に

対する達成率ですね。どれぐらいそろいつつあ

るのかというのを併せて教えていただきたいと

思います。 

○危機管理課長（西村一章君） 危機管理課の

西村でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 堀委員お尋ねの、備蓄の状況につきましてお

答えさせていただきます。 

 令和３年末でですね、食料につきましては、

２万２３００人分、水につきまして１万３４０

０人分の備蓄がございます。令和４年度の予算

でですね、食料については３８００人分、それ

から水については６０００人分を調達する予定

でございまして、令和４年末の状況では、食料

が２万２０００人分、水につきましては１万７

９００人分の備蓄になる予定でございます。 

 なお、目標値といたしましては、市内の避難

所に収容できる人数４万７０００人分を目指し

て、それぞれ備蓄のほうをですね、計画的に進

めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（村川清則君） 私も若い頃は消防団員

で、でも離れてもう何十年かたつわけですけれ

ども、 近の消防自動車、非常に新しくなって

非常に頼もしく思っております。更新するとき

の何か基準というようなものはあるんでしょう

か。年数とか。 

○危機管理課長（西村一章君） 村川委員の御

質問でございました消防車両等の更新時期の基

準につきましては、小型ポンプ積載車について

は２５年を目安に更新をさせていただいており

ます。小型ポンプにつきましては、２０年を目

途に更新というところで、それぞれ計画的に更

新作業のほうを進めていくところでございま

す。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） いろんなホースとかの

装備品なんかも、そういうあれはあるんです

か。 

○危機管理課長（西村一章君） 装備品につき

ましては、積載車入替えのときにそれぞれ装備

品としてですね、例えば、ホースであったりだ

とか、給水管であったりとか、一式で購入する

ようにしておりますので、その時点で更新とい

うような形になります。 

 以上でございます。 

○委員（村川清則君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにございません

か。 

○委員（堀 徹男君） じゃ、 後に、新規で

新しい取組をですね、拠点整備事業だったり、

避難所の整備事業だったりというのに取り組ま

れるということなんですけど、新しい新規の事

業にですね、導入されるに当たっての、部とし

て、課としての総括みたいなものですね、どれ

だけの努力を重ねてここまでに至ったかとかと

いうですね、思いがあれば、ちょっと 後にお

聞かせいただきたいなと思いますけど。どっち

でもいいですよ。 

○危機管理課長（西村一章君） 堀委員お尋ね

のですね、防災拠点、それから避難所整備等に

対してのですね、市の意気込みといいますか、

方針といいますか、についてお答えさせていた

だきます。 
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 委員御存じのとおりですね、今回、避難所運

営、避難所の整備、それから、防災拠点等につ

いては令和２年７月豪雨を踏まえてですね、そ

れぞれ課題となったものが浮き彫りになったと

いうところで、特に防災拠点につきましてはで

すね、やはり坂本地区内における庁舎機能であ

ったり、それから物資集積機能、それと併せて

部隊のですね、活動拠点等が失われた状況でご

ざいましたので、こちらは例えば浸水した場合

であっても、活動拠点をきちんと設ける必要が

あるということで、右岸左岸にそれぞれ設ける

ものでございます。 

 もう一つ避難所につきましては、これにつき

ましても、特に体育館等へのですね、避難につ

きましては、どうしても住環境という観点か

ら、やはり空調等がついてない限りにおいては

非常に災害を受けるタイミングがですね、やっ

ぱり夏場に多いというところもございまして、

そういった観点からですね、避難所の住環境を

整備するという意味合いから空調設備のほうを

急いでやらなければならないというところでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、緊急を要する事業

でございますので、スピード感を持ってです

ね、整備に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） ありがとうございまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） すいません。ちょっと

１点確認といいますか、消防団の団員報酬が増

えるというのと、あと何か報酬のといいます

か、渡し方が変わるという話がありまして、そ

こら辺ちょっと１回確認したいなと思って。 

○危機管理課長（西村一章君） 橋本委員のお

尋ねのですね、まず、団員報酬につきまして

は、今回、昨年の４月にですね、消防庁のほう

から消防団員報酬等の基準につきまして、お示

しがあったところでございまして、これについ

てですね、その基準額を下回っている階級、い

わゆる副分団長、それから班長と、それから団

員ですね、につきまして、それぞれ今回、金額

のほうをですね、改定をさせていただくという

ことで、今の現況の額に対して高いところで額

の変更をさせていただくということで、今回、

議会のほうにですね、提案をさせていただいて

いるという状況でございます。 

 それともう一点は……。 

○委員長（古嶋津義君） 支払い方法。 

○危機管理課長（西村一章君） 失礼しまし

た。支払い方法につきましては、これも消防庁

の基準によりますと、これまで消防庁の基準で

はですね、個人のほうにそれぞれお支払いをす

るように改定の申し出のほうがなされていると

ころでございますが、現況におきまして、個人

払いをやっているというのは、あくまでも団員

の各個人に対してですね、今のところ、個人ま

ではやっておりませんので、これにつきまして

は、今後ちょっと団のほうとですね、協議をさ

せていただいて改善のほうをやらせていただけ

ればというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本貴喜君） 支払いの仕方の変更が

ですね、突然ちょっと私も耳に入ったんで、今

の実情と今後スムーズな切替えというのが本当

に可能なのかどうか、ちょっと不安だったの

で、しっかり実情等、こうしながら決めていっ

てもらえればというふうに思います。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。ほかに

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 
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○委員（田方芳信君） 今度何か新開分署のほ

うが建て替えという、先ほどお話がちょっとあ

りましたけど。建て替えていただくのは結構な

んですけど、そういった部分の中で利便性、デ

ザイン性ではなくて利便性で考えて、実施設計

やっていただきたいと。どうしてもデザインで

はしっていってしまえば、稼働するに当たって

大変いろいろ不便な点がありますので、その辺

りのところをしっかりと計画立ててやっていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（堀 徹男君） 先ほどお尋ねしたよう

にですね、備蓄等々についてはですね、被害が

あって、それを体験してからというので、喫緊

の課題として受け取られて取り組むというのも

あったんですけど、そもそもがですね、大きな

災害がなくても取組を継続してですね、定期的

に備蓄の準備だとかというのはですね、進めて

いただきたいというふうに思います。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見はありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第８号・令和４年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後２時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４４分 本会） 

◎議案第４５号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１号（関係分） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第４５号・令和４年度八代市一般

会計補正予算・第１号関係分を議題とし、説明

を求めます。 

 それでは、歳入について財務部から説明を願

います。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） 財務部の岩瀬で

ございます。引き続き、よろしくお願いいたし

ます。失礼して着座にて説明いたします。 

 それでは、お手元のタブレットにて、議案第

４５号・令和４年度八代市一般会計補正予算・

第１号をお願いします。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の総額でござい

ますが、歳入歳出それぞれ８９３０万円を追加

し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ６１４億

３４９０万円としております。 

 それでは、６ページをお願いします。 

 総務委員会付託分については、歳入のみとな

りまして、上段の表ですが、款１５・国庫支出

金、項１・国庫負担金、目２・衛生費国庫負担

金、節１・保健衛生費負担金で新型コロナウイ

ルスワクチン接種対策費負担金４７３０万３０

００円及び中段の表、項２・国庫補助金、目

３・衛生費国庫補助金、節１・保健衛生費補助

金で、新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保事業費補助金４１９９万７０００円を追加し

ております。これは、いずれも新型コロナウイ

ルスワクチンの小児接種に当たり、５歳から１

１歳までの７３００人を対象として接種を実施

するための経費に対する国の支出金で、交付率

は１０分の１０でございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 質疑なければ、以上
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で質疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第４５号・令和４年度八代市一般会計補

正予算・第１号（関係分）は、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後２時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４９分 本会） 

◎議案第１４号・令和４年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１４号・令和４年度八代市ケー

ブルテレビ事業特別会計予算を議題とし、説明

を求めます。 

○総務企画部長（稲本俊一君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部長の稲本でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。着座にて説明させていただ

きます。 

 それでは、議案第１４号・令和４年度八代市

ケーブルテレビ事業特別会計予算につきまし

て、総括を申し上げさせていただきます。 

 本市のケーブルテレビ事業は、坂本・東陽・

泉地域におけるテレビの難視聴対策及び地域間

の情報格差是正を目的に、平成１６年度から平

成１８年度にかけて順次整備を行い、令和４年

度でサービス開始から１９年目を迎えます。 

 本事業の運営につきましては、平成２８年度

から指定管理者制度へ移行しており、平成３０

年度までの第１期、令和元年度から令和３年度

までの第２期に引き続き、令和４年度もテレビ

やつしろ株式会社に指定管理業務の委託を行う

こととしております。 

 本事業における大きな課題は、サービス開始

から１９年が経過し、施設整備や伝送路が老朽

化しており、設備の更新時期を迎えているこ

と、また、令和２年７月豪雨災害の影響によ

り、坂本地区の利用者が減少したことに伴う減

収及び昨今のインターネットサービスの超高速

化・大容量化への対応などがあげられます。 

 このような中、令和元年度より市内の光ブロ

ードバンドの整備に取り組んでおり、龍峯、日

奈久、二見、鏡地区沿岸部に続き、令和３年６

月には東陽・泉地区において、民間事業者によ

る光回線を利用した高速インターネットサービ

スの利用ができるようになりました。 

 令和４年度には、坂本地区の整備が完了する

予定であり、これにより、ケーブルテレビ事業

の対象エリアを含む市内全域で光ブロードバン

ドサービスを利用できる環境が整うことになり

ます。 

 このようなことを踏まえ、今後、老朽化した

ケーブルテレビ施設の設備更新については、整

備される光ブロードバンド回線の活用なども念

頭に入れながら、中長期的な視点に立ち、より

効率的で効果的なケーブルテレビ運営の方法を

検討してまいりたいと考えております。 

 以上、総括とさせていただきます。 

 詳細につきましては、鋤田デジタル推進課長

から説明いたします。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） デジタル

推進課、鋤田でございます。 

 ただいま総務企画部長から総括説明がござい

ましたが、私から予算の内容を説明させていた

だきます。着座にて説明させていただきます。

お願いします。 

 それでは、令和４年度八代市ケーブルテレビ

特別会計予算書の１ページをお願いをいたしま
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す。 

 議案第１４号・令和４年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算でございます。 

 第１条で、歳入歳出の予算の総額を歳入歳出

それぞれ４７７１万７０００円と定めておりま

す。 

 次に、歳入から順に説明させていただきま

す。５ページをお願いいたします。 

 ２．歳入、款１・分担金及び負担金、項１、

目１・分担金、１、ケーブルテレビ受益者分担

金３万９０００円は、過年度分の受益者分担金

でございます。 

 次に、款２・使用料及び手数料、項１、目

１・使用料、節１・ケーブルテレビ使用料５万

１０００円と節２・インターネット使用料２万

５０００円は、いずれも過年度分の使用料でご

ざいます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 款２・使用料及び手数料、項２、目１・手数

料、節１・督促手数料３０００円でございま

す。 

 次に、款３・財産収入、項１・財産運用収

入、目１・財産貸付収入、節１・土地建物貸付

収入の６９万９０００円は、携帯電話事業者に

対し、携帯電話基地局用に伝送路の一部を貸し

付けているものでございます。 

 款４・繰入金、項１、目１、節１・一般会計

繰入金では４６８９万７０００円を計上いたし

ております。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 款５・繰越金の項１、目１・繰越金と款６・

諸収入の項１・延滞金加算金及び過料、目１・

延滞金及び項２・雑入、目１・雑入で、それぞ

れ１０００円ずつを計上いたしております。 

 引き続き、歳出について説明をいたします。

８ページをお願いいたします。 

 款１、項１・ケーブルテレビ事業費、目１・

一般管理費の２１万１０００円は、ケーブルテ

レビ事務事業で、管理運営審議会及び放送番組

審議会の開催経費等でございます。 

 次の目２・施設維持管理費の節１０・需用費

６００万円は、設備、機器及び伝送路等の修繕

費で、節１２・委託料の２９７９万４０００円

は、指定管理者であるテレビやつしろ株式会社

への指定管理委託料でございます。 

 次に、款２、項１・公債費の目１・元金１１

５５万４０００円、目２・利子１５万８０００

円は、平成２６年度インターネット通信関連機

器の更改に係る施設整備事業債、平成２７年度

台風１５号に伴う災害復旧事業債及び令和２年

７月豪雨に伴う災害復旧事業債の償還に係るも

のでございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。質疑ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１４号・令和４年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計予算は、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午後２時５７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時５８分 本会） 
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◎議案第２１号・専決処分の報告及びその承認

について（令和３年度八代市一般会計補正予

算・第１１号（関係分）） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。 

 まず、議案第２１号・令和３年度八代市一般

会計補正予算・第１１号中、当委員会関係分に

係る専決処分の報告及びその承認についてを議

題とし、説明を求めます。 

○財務部次長（岩瀬隆敏君） 財務部の岩瀬で

ございます。引き続き、よろしくお願いいたし

ます。失礼しまして、着座にて説明させていた

だきます。 

 それでは、お手元のタブレットにて議案第２

１号・専決処分の報告及びその承認についてを

お願いします。 

 総務委員会付託分について説明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 専決第１号・令和３年度八代市一般会計補正

予算・第１１号で、国の緊急支援策である住民

税非課税世帯等への臨時特別給付金のために必

要な経費等について、１月２６日付で専決処分

を行ったものでございます。 

 それでは、５ページをお願いします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額でございます

が、歳入歳出それぞれ１９億７０００万円を追

加し、補正後の総額を歳入歳出それぞれ７４６

億２９８０万円としております。 

 また、第２条で繰越明許費の補正をお願いし

ております。 

 次の６ページ下段の第２表、繰越明許費補正

でございますが、申請受付を令和４年９月まで

とすることから、事業費全額について繰越明許

費の設定を行っております。 

 それでは、１０ページをお願いします。 

 総務委員会付託分について、歳入のみとなり

ますが、説明いたします。 

 上段にあります款１５・国庫支出金、項２・

国庫補助金、目２・民生費国庫補助金、節１・

社会福祉費補助金で、子育て世帯等臨時特別支

援事業費補助金１９億７０００万円を追加して

おります。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の影響が

長期化する中で、国のコロナ克服・新時代開拓

のための経済対策の一つとして、住民税非課税

世帯等の支給対象世帯に対して、１世帯当たり

１０万円を支給する臨時特別給付金に係る国の

補助金で、交付率は１０分の１０でございま

す。 

 以上で説明を終わります。御承認のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２１号・令和３年度八代市一般会計補

正予算・第１１号中、当委員会関係分に係る専

決処分の報告及びその承認については、承認す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は承認されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後３時０２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０３分 本会） 

◎議案第２２号・熊本県市町村総合事務組合の

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更に

ついて 
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○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第２２号・熊本県市町村総合事務

組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部

変更についてを議題とし、説明を求めます。 

○財産経営課長（山本浩司君） 財産経営課の

山本でございます。着座しまして御説明します

ことをお許し願います。 

 議案書の１５ページを御覧願います。 

 熊本県市町村総合事務組合につきましては、

本市も構成団体となっておりますけれども、こ

の組合において共同処理を行う事務のうち、交

通災害見舞金に関する事務から、令和４年６月

３０日をもって宇城市が脱退することに伴いま

して、組合において共同処理する事務の変更及

び規約の一部変更について、地方自治法第２９

０条の規定により、構成団体の同文議決を求め

るものでございます。 

 御説明は以上となります。御審議よろしくお

願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２２号・熊本県市町村総合事務組合の

共同処理する事務の変更及び規約の一部変更に

ついては、可決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後３時０５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０６分 本会） 

◎議案第２６号・八代市職員定数条例の一部改

正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 まず、議案第２６号・八代市職員定数条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○人事課長（田中博己君） 皆さん、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）人事課の

田中でございます。着座にて説明させていただ

きます。 

 議案書は２３ページからでございます。ま

た、議案書と別に配付しております資料、右肩

に議案第２６号関係資料と記載されているもの

を使って説明させていただきます。 

 まず、改正の趣旨についてでございますが、

議会におけるデジタル化の推進及び市民への情

報発信の充実を図ることを目的として、令和４

年度から議会事務局職員を増員するため、条例

に定める職員定数を変更する改正を行うもので

ございます。 

 次に、改正内容につきましては、議会事務局

職員の定数を１人増員するものでございます。

また、これに伴いまして、全体の職員定数を増

加させないよう、市長事務職員の定数を１人減

員する改正を併せて行います。 

 施行日につきましては、令和４年４月１日で

ございます。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質
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疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（髙山正夫君） 議会事務局にとっては

１名増ということでよろしいんですが、市長事

務職員については１名減ということで、御時世

もいろいろ、メンタルに不調を抱える職員も増

えてる御時世ですので、その職場ごとのです

ね、いろんな事務量も変わるかと思います。た

った１人といってもですね、やはりその課、そ

の係にとっては非常に負担になりますので、も

しもどうしてもですね、その１名減にしたとこ

ろが、やはりうまくいかないということであれ

ば、緊急に臨時職員なりですね、任期付ですか

ね、今、そういったのを考えていただければと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２６号・八代市職員定数条例の一部改

正については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２８号・八代市長等の給与に関する条

例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第２８

号・八代市長等の給与に関する条例の一部改正

についてを議題とし、説明を求めます。 

○人事課長（田中博己君） 議案書は２７ペー

ジでございます。 

 また、議案書と別に配付しております資料、

右肩に議案第２８号関係資料と記載されている

ものを使って説明させていただきます。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 まず、改正の趣旨でございますが、人事院勧

告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準

じ、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員

の期末手当の支給月数を改定するため、条例の

改正を行うものでございます。 

 次に、改正の概要を説明させていただきま

す。 

 期末手当の年間支給月数を現行の３.３５月

分から３.２５月分へ０.１月分引き下げ、６月

と１２月の支給月数を国に準じて、それぞれ

１.６２５月とするものでございます。 

 次に、施行期日でございますが、公布の日か

ら施行としております。 

 後に、特例措置といたしまして、支給月数

の引下げにつきましては、令和３年人事院勧告

に伴う給与改定によるものであることから、本

来であれば、令和３年１２月の期末手当から反

映させるところでございますが、国からの要請

に従い、令和３年１２月の期末手当には反映さ

せないこととし、１２月定例会への提案を見送

っております。そのため、令和３年１２月期末

手当の引下げに相当する額については、国と同

様、令和４年６月の期末手当から減額調整を行

うものでございます。 

 減額調整する額は、令和３年１２月に支給さ

れた期末手当の額に１６７.５分の１０を乗じ

て得た額となります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（田方芳信君） すいません。この差の

ですよ、金額にするなら幾らですか。 

○人事課長（田中博己君） まず、減額金額の

ほうは、具体的な減額の金額、それとも……。

（委員田方芳信君「減額の金額の……」と呼
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ぶ）調整金額でございますですね。 

 まず、市長でございます。６月に調整する金

額、減額する金額でございますけれども、市長

が１０万３１５４円、副市長が８万２９１４

円、教育長が７万５０９４円、常勤監査委員が

５万６３４９円でございます。 

 今の金額を６月に調整をさせていただくとい

うことになります。（委員田方芳信君「議員さ

んたちは」と呼ぶ）ちなみに議員のほうでござ

いますですね。 

○委員長（古嶋津義君） 議員はこの前……。

（委員田方芳信君「あ、そうか」と呼ぶ） 

○人事課長（田中博己君） よろしいでしょう

か。（委員田方芳信君「よかよか」と呼ぶ） 

○委員長（古嶋津義君） 議員の分は、この

前、議会運営委員会で審査してありますので。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２８号・八代市長等の給与に関する条

例の一部改正については、原案のとおり決する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２９号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例等の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第２９

号・八代市一般職の職員の給与に関する条例等

の一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○人事課長（田中博己君） 議案書は２９ペー

ジでございます。また、議案書と別に配付して

おります資料、右肩に議案第２９号関係資料を

使って説明させていただきます。 

 それでは、資料の１ページをお願いいたしま

す。 

 まず、改正の趣旨でございますが、人事院勧

告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準

じ、一般職の職員の期末手当の支給月数を改定

するため、条例の改正を行うものでございま

す。 

 次に、改正の概要を説明させていただきま

す。 

 まず、（１）八代市一般職の職員の給与に関

する条例の一部改正についてですが、一般職員

と特定幹部職員の期末勤勉手当の年間支給月数

を現行の４.４５月から４.３０月分へ０.１５

月分引き下げるものでございます。 

 なお、再任用職員については、期末勤勉手当

の年間支給月数を現行の２.３５月分から２.２

５月分へ０.１月分引き下げるものでございま

す。 

 いずれも期末勤勉手当のうち、期末手当に反

映させるものでございまして、６月と１２月の

改定後の期末手当の支給月数は国に準じて、一

般職員では１.２０月、特定幹部職員では１.０

月、再任用職員では０.６７５月とするもので

ございます。 

 資料の２ページをお願いいたします。 

 次に、（２）でございますけれども、特定任

期付職員の期末手当の年間支給月数を３.３５

月分から３.２５月分へ０.１月分引き下げ、６

月と１２月の支給月数を国に準じて、それぞれ

１.６２５月とするものでございます。 

 この特定任期付職員は、高度の専門的な知識

経験または優れた識見を有する者で任期を定め

て採用された職員をいいますけれども、本市に

は該当する者はおりません。 
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 次に、（３）第３条関係でございます。第１

条により八代市一般職の職員の給与に関する条

例の一部を改正することに伴い、引用している

支給月数を改正するものでございます。 

 次に、施行期日でございますが、公布の日か

ら施行としております。 

 後に、特例措置といたしまして、令和３年

１２月期末手当の引下げに相当する額について

は、国と同様、令和４年６月の期末手当から減

額調整を行うものでございます。減額調整する

額は、令和３年１２月に支給された期末手当の

額に、令和３年１２月１日における職員の区分

ごとに、それぞれ定める割合を乗じて得た額と

なります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いいたします。意

見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第２９号・八代市一般職の職員の給与に

関する条例等の一部改正については、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３０号・八代市成年後見制度利用促進

審議会条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第３０

号・八代市成年後見制度利用促進審議会条例の

一部改正についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○人事課長（田中博己君） 議案書は３３ペー

ジからでございます。また、議案書と別に配付

しております資料、右肩に議案第３０号関係資

料と記載されているものを使って説明させてい

ただきます。 

 改正の趣旨につきましては、令和４年度の組

織機構改革に伴い、改正するものでございま

す。 

 次に、改正の内容でございますけれども、八

代市成年後見制度利用促進審議会の庶務を処理

する課を長寿支援課から高齢者支援課に変更す

るものでございます。 

 この変更につきましては、成年後見制度に関

する事務について、これまで長寿支援課で所管

しておりましたけれども、令和４年４月からは

同課を分割後の高齢者支援課で所管することに

伴うものでございます。 

 施行日につきましては、令和４年４月１日か

らの施行としております。 

 なお、令和４年度の組織再編に関しまして

は、所管事務調査において説明のお時間をこの

後、頂戴できればと考えております。 

 以上、説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３０号・八代市成年後見制度利用促進
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審議会条例の一部改正については、原案のとお

り決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり、可決されました。 

                              

◎議案第３１号・八代市職員の育児休業等に関

する条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第３１

号・八代市職員の育児休業等に関する条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○人事課長（田中博己君） 議案書は３５ペー

ジからでございます。また、議案書と別に配付

しております資料、右肩に議案第３１号関係資

料と記載されているものを使って説明させてい

ただきます。 

 改正の趣旨につきましては、国家公務員の育

児休業等に関する法律の一部改正により講じら

れた育児休業等に関する措置を踏まえまして、

非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和等、

所要の改正を行うものでございます。 

 次に、改正の内容でございます。 

 １点目は、非常勤職員の育児休業等の取得要

件の緩和でございます。妊娠・出産・育児等と

仕事の両立支援のために、非常勤職員の育児休

業及び部分休業の取得要件のうち、引き続き在

職した期間が１年以上とする要件を廃止するも

のでございます。 

 次に２点目は、育児休業を取得しやすい勤務

環境の整備に関する措置等の新設でございまし

て、その主な内容は、妊娠・出産等を申し出た

職員に対する個別の周知・意向確認、研修や相

談体制などの勤務環境の整備でございます。 

 そのほか、育児休業の取得対象職員につい

て、国家公務員の取扱いに合わせて改正するも

のでございます。 

 施行日につきましては、令和４年４月１日か

らの施行としております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。意見が

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３１号・八代市職員の育児休業等に関

する条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後３時２３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２４分 本会） 

◎議案第３２号・八代市報酬及び費用弁償条例

の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３２号・八代市報酬及び費用弁

償条例の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○危機管理課長（西村一章君） こんにちは。

危機管理課、西村でございます。よろしくお願

いします。恐れ入りますが、着座にて説明をさ

せていただきます。 

 議案第３２号・八代市報酬及び費用弁償条例

の一部改正について説明をさせていただきま

す。 

 議案書は３７ページからになります。また、

説明につきましては、議案第３２号関係資料を
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使って説明をさせていただきます。 

 まず、改正の理由につきましては、令和３年

４月に国から示されました消防団員の報酬等の

基準の策定等についてを踏まえまして、消防団

員の処遇の改善を図るため、報酬額を見直すに

当たり、改正を行うものでございます。 

 次に、改正の内容でございますが、消防団副

分団長につきましては、現行の年額４万５００

０円を年額４万５５００円に、消防団班長につ

きましては現行の２万６０００円を年額３万７

０００円に、消防団員につきましては現行の年

額２万２０００円を年額３万６５００円にそれ

ぞれ改正をお願いするものでございます。 

 後に、施行期日につきましては、令和４年

４月１日からの施行としております。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 参考までで結構なんで

すけど、その階級ごとの人数に掛けた上昇額を

出せば、全体の影響額というのは幾らぐらいに

なるんですか。 

○危機管理課長（西村一章君） 改正額に対す

る影響額でございますけども、副分団長、班

長、団員につきまして、それぞれですね、改正

前が大体６１６４万５０００円に対しまして、

８９１６万６０００円になります。よって、影

響額は２７５２万円増額というような形になり

ます。 

 以上でございます。 

○委員（堀 徹男君） その今の財源は一般財

源ですか。何か国庫補助かなんかあるんです

か。 

○危機管理課長（西村一章君） 一般財源でご

ざいます。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。ありが

とうございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３２号・八代市報酬及び費用弁償条例

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３３号・八代市消防団員等公務災害補

償条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第３３

号・八代市消防団員等公務災害補償条例の一部

改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○危機管理課長（西村一章君） 引き続き、着

座にて説明させていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 議案第３３号・八代市消防団員等公務災害補

償条例の一部改正について説明をいたします。 

 議案書は３９ページからになります。あわせ

て、令和４年八代市議会３月定例会議案書正誤

表も追加提出をさせていただいております。な

お、説明につきましては、議案第３３号関係資

料を使って説明をさせていただきます。 

 まず、改正の理由につきましては、消防団員

等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一

部改正に伴い、損害補償を受ける権利の保護の

例外をなくすことについて改正を行うものでご

ざいます。 
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 次に、改正の内容でございますが、八代市消

防団員等公務災害補償条例第３条第２項のただ

し書を削るものでございます。 

 施行期日につきましては、令和４年４月１日

からの施行とし、経過措置としまして、条例の

施行の際、損害補償を受ける権利が現に担保さ

れている場合、または担保に供されることを本

人が申し込んでいる場合については、条例の施

行日以降も従前の例により担保に供することが

できるとしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３３号・八代市消防団員等公務災害補

償条例の一部改正については、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午後３時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３１分 本会） 

◎議案第３４号・八代市個人情報保護条例の一

部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３４号・八代市個人情報保護条

例の一部改正についてを議題とし、説明を求め

ます。 

○文書統計課長（加来康弘君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）文書

統計課、加来でございます。よろしくお願いし

ます。 

 議案第３４号・八代市個人情報保護条例の一

部改正について説明いたします。着座にて説明

させていただきます。議案書は４０ページにな

りますが、提出しております委員会資料のほう

で説明させていただきます。 

 今回の個人情報保護条例の一部改正は、個人

情報保護制度の見直しによる関係法令の改正

が、令和３年５月に公布され、その一部が令和

４年４月１日に施行されることから、条例中に

引用する法律名や条項の整理を行うものでござ

います。 

 新旧対照表を御覧ください。赤のアンダーラ

イン部分が改正箇所でございます。第２条第３

号では、独立行政法人等の用語の定義の根拠と

なる法律を独立行政法人等の保有する個人情報

の保護に関する法律から個人情報の保護に関す

る法律に改めております。 

 次に、第３５条第１号では、統計法の改正に

よる引用条項のずれを整理しております。改正

内容は以上でございます。なお、施行日は、令

和４年４月１日でございます。 

 後になりましたが、資料の後半に条例改正

の背景となる法令改正の概要を掲載しておりま

す。現行の個人情報保護制度では、図に示して

おりますとおり、民間・国・独立行政法人と、

個人情報保護制度の実施主体ごとに適用される

３本の法律が、制度改正により新個人情報保護

法に一本化され、個人情報の保護に関する規律

が統一されることとなります。なお、地方公共

団体への新個人情報保護法の適用は、令和５年

春の予定となっております。 

 以上で説明を終わります。御審議のほど、よ
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ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） 一本化されるというこ

とで伺いましたけど、一本化されるに当たって

の背景というのは、何か持っておられますか、

情報は。 

○文書統計課長（加来康弘君） 背景としまし

ては、それぞれ実施主体ごとに法制度が異なっ

ておりますので、民間と行政とか、あと海外も

含めていろんな個人情報を取り扱う事務で情報

を流す際にどこかで途切れてしまう、そのよう

な支障があったみたいです。そのようなところ

もあって、どうしても今は民間と行政の間でも

個人情報、結構行き来しているところがありま

すので、その辺の流れをよくするというふうな

趣旨であったように聞いております。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３４号・八代市個人情報保護条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午後３時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３６分 本会） 

◎議案第３５号・ふるさと八代元気づくり応援

基金条例の一部改正について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３５号・ふるさと八代元気づく

り応援基金条例の一部改正についてを議題と

し、説明を求めます。 

○財政課長（續 良彦君） 財政課の續でござ

います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３５号・ふるさと八代元気

づくり応援基金条例の一部改正について御説明

をいたします。失礼して着座にて説明をさせて

いただきます。 

 説明につきましては、議案書では４３ペー

ジ、また本日別途配付をいたしております資料

のほうで説明を行います。右肩のほうに総務委

員会議案第３５号財政課と書いてある資料でご

ざいます。よろしいでしょうか。 

 それでは、説明させていただきます。 

 ふるさと八代元気づくり応援基金は、ふるさ

と納税制度による寄附金を財源に、本市におけ

る元気なまちづくり事業を推進することを目的

に設置しておりますが、この元気なまちづくり

事業の種類は、制定した平成２０年度当時の八

代市総合計画に定められた目標を参考に、条例

第２条において、子ども、健康、安全・安心、

環境の４つの区分とその他市長が特に認める事

業の合計５つの区分を規定しています。 

 寄附金を募る際には、これら５つの区分を寄

附目的として例示をしており、近年、この寄附

金が順調に増加をしている状況でございます。

一方で、これら５つの事業のうち、その他市長

が特に認める事業を除いた４事業が、限定的な

列挙となっていることから、これに該当しない

多くの場合、その他市長が特に認める事業を選

ばざるを得ない状況となっております。このた

め、寄附者の方からも具体的にどういった事業
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に反映させるのか分かりづらいといった声も寄

せられておりますことから、今回、事業区分の

見直しを行うものでございます。 

 改正内容でございますが、第２条各号に規定

する元気なまちづくり事業の種類の５つの区分

を、第２次八代市総合計画の基本構想に位置づ

けている５つの基本目標に関連する事業の種類

及びその他市長が特に認めるまちづくりを加え

た計６つの区分に改正するものでございます。 

 これにより、寄附目的と本市の施策への関連

づけが明確となり、管理もしやすくなると考え

ております。なお、施行期日は令和４年４月１

日としております。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本敬晃君） これのそれぞれの区分

ごとの寄附額というのは公表をされてるんでし

ょうか。 

○財政課長（續 良彦君） 公表のほうはして

おりません。 

○委員（山本敬晃君） それは、私たちも知る

ことはできないという形でしょうか。 

○財政課長（續 良彦君） 特に公表をしてい

ないということではなくて、今まで特に記した

ものをやっていないということでございますの

で、公表できないものではないということでご

ざいます。 

○委員（山本敬晃君） 改正後の区分の中で、

例えば、２－１の中で母子保健・子育て、人

権・男女共同とあるんですけど、この中では選

べないんですか。この１の中での母子保健・子

育てに選ぶとかってはできないですか。 

○財政課長（續 良彦君） あくまでも、この

５つの目標の区分を単位として管理をしていき

たいというふうに考えております。 

○委員（山本敬晃君） ありがとうございま

す。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。意見は

ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３５号・ふるさと八代元気づくり応援

基金条例の一部改正については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３６号・八代市土地開発基金条例の廃

止について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、議案第３６

号・八代市土地開発基金条例の廃止についてを

議題とし、説明を求めます。 

○財政課長（續 良彦君） それでは、引き続

きまして、議案第３６号・八代市土地開発基金

条例の廃止について御説明をいたします。 

 土地開発基金は、公用もしくは公共用に供す

る土地または公共の利益のために取得する必要

のある土地をあらかじめ取得することにより、

事業の円滑な執行を図るために設置をしたもの

で、これまで高度経済成長を続ける中で、事業

の計画的な推進を図るため、用地取得を必要と

する主要な公共事業を計画的に実施できるよう

積み増ししながら活用を行ってきたところでご

ざいます。 

 しかしながら、近年では、新たな土地の取得

に活用されず、定期預金で運用するにとどまっ
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ている状況であること、また、基金と同様に土

地の先行取得を行ってきた八代市土地開発公社

も、今定例会で解散議案の提出を行っておりま

すことから、これに合わせて、本条例を廃止す

るものでございます。なお、当基金につきまし

ては、約１５億円弱の現金と約４０００平米の

土地を保有しておりますことから、条例廃止時

に、土地については基金財産から公有財産へ財

産区分を変更し、また、現金は一般会計に全額

繰り入れ、財政調整基金に積み立てることで、

後年度の予算の財源として有効に活用していく

予定といたしております。なお、施行期日は令

和４年４月１日といたしております。 

 説明は以上でございます。御審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。質疑ありませんか。 

○委員（堀 徹男君） 有効に活用されてない

基金ですから、新たに運用先見つけるというこ

とでいいとは思うんですけど、先行取得の土地

を手に入れるために目的につくられたというこ

とであったので、その目的そのものは、市とし

てはもう先行取得の予定は全くないというとこ

ろで確認していいんですかね。 

○財政課長（續 良彦君） 現時点では先行取

得というところは、今、予定がございません。 

○委員（堀 徹男君） 分かりました。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了いたします。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３６号・八代市土地開発基金条例の廃

止については、原案のとおり決するに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午後３時４４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時４４分 本会） 

◎議案第３７号・八代市手数料条例の一部改正

について 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３７号・八代市手数料条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○市民課長（上角愛美子君） 市民課の上角で

す。どうぞよろしくお願いします。 

 議案第３７号・八代市手数料条例の一部改正

について説明をさせていただきます。失礼して

座って説明をいたします。 

 議案書は４７ページです。 

 提案理由のとおり、法令の規定で条例の定め

るところにより無料で証明を行うことができる

とされる戸籍関係の証明について、手数料を無

料とすることを追加するに当たり、条例の改正

が必要となったものです。 

 現在の手数料の免除等については、八代市手

数料条例第４条第２項で法令の規定により、無

料で取扱いをしなければならないものだけを免

除しております。 

 一方、関係する法令の中には、条例で定めれ

ば手数料を無料とすることができる旨を規定す

るものもあります。必ずしも、無料で証明を行

わなければならないとの規定ではありません

が、利用者負担の軽減を図る目的で、無料とす

ることができると解釈いたしますと、住民サー

ビスの面から無料で取り扱うのが妥当と考えて

おります。 
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 また、県内の多くの自治体では、関係法令で

無料とできる旨の規定があるものは、条例で無

料としていることから、本市でも均衡を図る必

要があると考えております。 

 そこで、議案書の４８ページのとおり、八代

市手数料条例第４条第２項の条文を、まず、次

の各号のいずれかに該当するものについては、

手数料を徴収しないとし、第１号で、現行の無

料扱い部分を、法令の規定により、無料として

取扱いをしなければならないとされているとき

と規定し、第２号で今回追加する無料扱い部分

を、法令の規定により、条例の定めるところに

より戸籍に関し無料で証明することができると

されているときと規定するものです。施行期日

は、令和４年４月１日としております。 

 以上が八代市手数料条例の一部改正について

の説明です。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（古嶋津義君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（堀 徹男君） ちなみに、４条の２項

の１にですね、具体的に言うと、何が該当する

んですか。法令の規定によって無料で取扱いを

しなければならないとされているとき、具体的

なものは何ですか。 

○市民課長（上角愛美子君） 労働基準法であ

るとか、船員法、公立学校の学校医、学校歯科

医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

などでございます。 

○委員（堀 徹男君） よければ、具体的なで

すね、資料をつくっていただいて、後で委員会

にお知らせいただければ。この条文だけだとで

すね、具体的に何が手数料で無料で市民の方に

サービスができるのかというのが分かりません

ので、よかったら委員長、ひとまとめた資料が

あればお願いしたいんですけど。 

○委員長（古嶋津義君） 今、堀委員から資料

の請求がありましたが、請求しますか。皆さん

の賛成を求めますが、資料請求。手、挙げんば

求められませんよ。（委員田方芳信君「今、分

からんと」と呼ぶ）分かりますか。 

○市民課長（上角愛美子君） 今回無料とする

部分についてなんですけれども、例えば、国民

年金法で条例の定めるところによりというとこ

ろで、戸籍に関し無料で証明を行うことができ

るというのがあります。ほとんどが、ここで論

点になるのは、やはり国民年金の未支給年金の

請求に当たって請求されることが多いです。そ

の場合を想定して手数料の条例、今回の改正と

いうことになっておりますが、未支給年金の件

数が大体８６５件ぐらい、年間にありますの

で、その分の戸籍の発行手数料が無料になると

いったところになります。 

○委員長（古嶋津義君） 堀委員、分かりまし

たか。 

○委員（堀 徹男君） はい、そういうこと

で。 

○委員長（古嶋津義君） 了解しましたです

ね。 

○委員（髙山正夫君） 確認ですけど、請求内

容によってということですよね。 

○市民課長（上角愛美子君） そうです。 

○委員（髙山正夫君） そういうことですね。

分かりました。ぱっと考えると、戸籍抄本がた

だになっとかなと考えるもんだけんですね。請

求内容によってということですね。分かりまし

た。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。意見あ

りませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（古嶋津義君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第３７号・八代市手数料条例の一部改正

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は退席願います。 

（執行部 退席） 

                              

◎陳情第３号・地方たばこ税を活用した分煙環

境整備について 

○委員長（古嶋津義君） 次に、請願・陳情の

審査に入ります。 

 今回、当委員会に付託となりましたのは、新

規の陳情１件です。 

 それでは、陳情第３号・地方たばこ税を活用

した分煙環境整備についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりですが、念のため、書

記に朗読いたさせます。 

（書記、朗読） 

○委員長（古嶋津義君） ちょっと小会しま

す。 

（午後３時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５９分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

○委員（堀 徹男君） 喫煙者の私としては、

この問題に取り組みたいと思っておりますの

で、できればですね、該当の執行部の方にちょ

っとアドバイスなり、御意見なりを賜りたいと

思います。施設の管理と、それから財政面での

話も聞きたいと思ってますので、よろしければ

お願いしたいと思います。 

○委員長（古嶋津義君） ただいま本件に関し

て執行部に説明を求めるとの意見が出ました。

本件について、執行部から説明を求めることに

異議がありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

執行部に説明を求めることといたします。 

 小会いたします。 

（午後４時００分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０５分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 それでは、本件に関し、執行部からの説明を

求めます。 

○財政課長（續 良彦君） ただいまお尋ねが

ありました地方たばこ税につきましてでござい

ますが、地方たばこ税はそもそもが一般税、い

わゆる特定の使途を設けない税目となっており

ますので、喫煙場所の増設のための特定財源と

いう扱いにはなりませんが、ただ、一般財源で

ございますので、必要に応じて喫煙場所等の整

備に財源が必要な場合には一般財源として充て

ることは可能かと考えております。 

 以上でございます。 

○財産経営課長（山本浩司君） 関連ですけれ

ども、厚生労働省のですね、職場における受動

喫煙防止のためのガイドラインというものがあ

りまして、その中で行政の庁舎につきまして

は、いわゆる第１種施設と位置づけられており

まして、原則敷地内禁煙なんですけれども、そ

うした中で区画を設けて喫煙場所を設けること

はできるというふうにされておりまして、幾つ

か要件があるんですけれども、例えば、パーテ

ィション等による区画を設けるとか、喫煙場所

の表示をするとか、あと、施設を利用する者が

通常立ち入らない場所に設置するということ

で、建物の裏とか、屋上とかですね、そういっ

たところでの設置をすることが要件としてあげ

られているところです。 

 あと、さきの一般質問の山本委員からの御質

問に対する答弁でお答えしましたとおり、今
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後、庁舎の周りに２か所喫煙場所を設置する予

定です。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） ただいま執行部から

説明がありましたが、以上の部分について御意

見等がありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 特に委員の皆さんに申

し上げたいのはです、本市は、これからスマー

トシティ推進ということで、先進的な市になろ

うという思いで動いているわけですけども、そ

ういう市だからこそですね、ここに書いてあり

ます、たばこが吸える場所がなければ路頭に迷

って、何ですか、ポイ捨てをしたりとか、本来

どっかの家の陰に隠れて吸ったりとかですね、

これは私も言えるんでしょうけど。そういうと

こからすればですね、やはりきちっとしたです

ね、分煙室なりをつくってですね、そういう方

向に行ったほうがいいんじゃないかということ

で、いろいろ委員の方、執行部の方、御意見あ

るかと思いますけど、私は継続審査でお願いし

たいと思います。 

○委員長（古嶋津義君） ほかに、今、髙山副

委員長から継続審査という話がありましたが、

ほかに御意見ありませんか。 

○委員（田方芳信君） 私も継続でいいと思い

ます。年間ですね、やはり税収が前年度８億４

９００万円ですか、やはりこの８億４９００万

円というのは大変大きい金額でもございます

し、やはりそういった面考えればですね、どこ

かにそういう場があってもいいのではないかと

思いますので、一応継続でお願いしときます。 

○委員長（古嶋津義君） 今、２名の方から継

続審査とすることという御意見が出ましたが、

ほかにございませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、継続審査

で採決を図りたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） ほかに御意見がなけ

れば、採決をいたします。 

 陳情第３号・地方たばこ税を活用した分煙環

境整備については、継続審査とするに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（古嶋津義君） 挙手全員と認め、継

続審査とすることに決しました。 

 執行部は、御退席ください。ありがとうござ

いました。 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） 小会します。 

（午後４時１０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１１分 本会） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書及び委員長

報告の作成については、委員長に御一任願いた

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午後４時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１２分 本会） 

◎所管事務調査 

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に

関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に

関する諸問題の調査、以上の２件です。 
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 このうち、行財政の運営に関する諸問題の調

査に関連して３件、総合計画の策定推進等に関

する諸問題の調査に関連して１件、執行部から

発言の申し出があっておりますので、これを許

します。 

                              

・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査 

（八代市デジタル化推進基本計画について） 

○委員長（古嶋津義君） それでは、まず、八

代市デジタル化推進基本計画について説明を願

います。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） デジタル

推進課、鋤田でございます。よろしくお願いい

たします。 

 本年２月２８日付で策定をいたしました八代

市デジタル化推進基本計画について説明をさせ

ていただきます。失礼して座って説明をさせて

いただきます。 

 資料につきましては、デジタル化推進基本計

画の本編及び概要版をお配りさせていただいて

おります。 

 まず、計画全体の構成でございますけれど

も、計画本編の目次を御覧いただきたいと思い

ます。 

 第１章の概要でございますが、計画策定の趣

旨、また計画の基本方針として令和３年３月に

策定しました基本理念・取組の方向性、本市の

目指す姿及びスローガンなどを記載しておりま

す。 

 ４の計画期間につきましては、令和４年度か

ら令和７年度までの４年間を計画基本としてお

ります。 

 次に、第２章では、八代市を取り巻く環境と

して、１の社会情勢の変化や新型コロナウイル

ス感染症の影響、２のＩＣＴ施策の動向とし

て、国・県の動向、３で本市におけるＩＣＴ施

策の現状と課題などを記載しております。 

 第３章のデジタル化における課題と解決に向

けた方向性では、本市における個別分野におけ

るそれぞれの課題と、それに対する取組、また

２の重点取組として、防災、市民サービス、医

療・保健・福祉、農業の４分野を重点取組とし

て、それぞれの課題と対策を記載しておりま

す。 

 第４章のＩＣＴ等の活用による個別施策の概

要では、重点４分野をはじめ、様々な分野の個

別の課題に対する施策について記載をしており

ます。 

 後に、第５章、デジタル化推進基本計画の

推進ということで、計画策定・推進組織・体

制、進捗管理、また今後のＤＸ推進に向けた人

材育成について記載をしております。 

 計画の構成は以上でございます。 

 次に、計画の内容について説明をさせていた

だきます。 

 八代市デジタル化推進基本計画の概要版の資

料を御覧いただきたいと思います。 

 まず、左上の１ 計画の趣旨・基本方針です

が、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や大

規模災害への対応など、記載しております本市

が抱える様々な課題の中で、安全・安心で持続

的に発展するまちスマートシティやつしろの基

本理念の下、先端技術を用いて地域課題の解決

や行政サービスの変革、また協働と連携による

デジタル社会の実現に取り組んでいくため、本

計画を策定しました。 

 次に、２ 目指すまちの姿ですが、スローガ

ンとして、デジタルでつながる未来都市～Ｍｏ

ｖｅ ｆｏｒｗａｒｄ！八代～としておりま

す。 

 スローガンにつきましては、計画策定に取り

組んでいただきました外部委員の皆様が分かり

やすいイメージがよいということで、御意見を

踏まえて作成したもので、Ｍｏｖｅ ｆｏｒｗ

ａｒｄ！につきましては、前進、前へ進もうと

いう意味がございます。 
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 また、誰でもデジタルをつかえるまち、いつ

でもどこでもつながるまち、いろんな人が新し

いサービスをつくりだすまちを推進していくこ

とで、ウェルビーイングライフ──いわゆる人

々が健康で幸せに暮らせる状態の実現を目指す

こととしております。 

 ３.計画の全体像ですが、本市の各種取組の

さらなる推進を図るため、八代市総合計画をは

じめ、各分野別計画及び八代市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略などの本市の全ての計画を下

支えするための計画として位置づけておりま

す。 

 下段の４.重点取組を御覧ください。 

 本計画に記載する取組の中で、特に早期に取

り組むものを重点分野として、まず①防災分野

に取り組むこととしております。 

 本市では、平成２８年の熊本地震、令和２年

の７月豪雨など、気候変動の影響等により甚大

な災害が発生いたしました。そのような大規模

災害時などにデジタル技術を活用して、情報収

集や提供体制の再構築、避難所運営の効率化に

取り組んでいくこととしております。 

 具体的には、市民の皆さんがそれぞれ設定す

る防災行動計画であるマイタイムラインのデジ

タル化や避難所運営へのデジタル技術の活用、

また確実な情報伝達体制の再構築など、スマー

ト防災の取組を強化していくこととしておりま

す。 

 次に、重点取組の②スマートフォンやマイナ

ンバーカードを活用したオンライン申請の拡

大、公共施設オンライン予約などデジタル市役

所に向けた取組を推進していくこととしており

ます。 

 これにつきましては、２月１４日のですね、

新庁舎開庁と併せまして、一部既に取組をスタ

ートさせておりますが、住民票、印鑑証明、戸

籍謄本・抄本、税証明、資産税証明、納税証明

などがスマートフォンからオンラインで申請で

き、発行手数料はカード決済で完了することが

できます。 

 今後も様々な手続がオンラインで完了できる

よう推進するとともに、公共施設予約やオンラ

イン決済の取組を進めていくこととしておりま

す。 

 重点取組の③デジタル技術を活用した医療サ

ービスの提供に取り組んでいくこととしており

ます。令和２年７月豪雨によって、坂本町は甚

大な被害を受け、町内の２つの医療機関が被災

し、現在は無医地区同様の状況となっておりま

す。これらの状況から、まずは坂本町におい

て、デジタル技術の活用による医療提供を行え

るようオンライン診療などの導入の検討を行い

ます。 

 なお、交通条件等による通院の困難性や人口

減少による患者減少に対応するため、巡回診療

車、遠隔医療機器を導入するとともに、医療機

関の配車や患者の診察予約を速やかに行えるよ

うなシステムの導入も検討いたします。 

 重点取組の④稼げる農業の構築及び担い手確

保に向けたスマート農業推進プロジェクトの実

施に取り組むこととしております。 

 本市でも農家数・農業就業人口の減少・高齢

化が進行してきており、農業従事者の担い手確

保、それから育成農作物を安定的に提供できる

ような生産技術と供給体制の確立が大きな課題

となっております。 

 このような課題の解決に向けて、若手農業者

や女性農業者等によるスマート農業の推進に向

けた意見交換会などを実施し、解決すべき課題

の特定、農業者の所得向上、省力化につながる

べくスマート農業推進プロジェクトに取り組む

こととしております。 

 さらに、そのほか個別施策の取組ということ

で、次のページを御覧いただきたいと思いま

す。 

 今説明いたしました重点取組のほか、様々な
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分野にも取り組んでいくこととしております。 

 表の下段を御覧いただきたいと思います。 

 まず、商工分野では、魅力的で足腰の強い地

域経済の実現に向けた取組やデジタル化を図る

ことで、若年者の圏域内定着への対策を促進し

ますということで、地域企業のＤＸ推進では、

デジタル化による企業の効率化や高度化、ＤＸ

人材育成研修の参加促進では、企業のデジタル

ツール活用に向けた人材育成の支援などに取り

組むこととしております。 

 次に、右の観光分野では、マーケティング調

査の統計データに基づく観光戦略の下、観光プ

ロモーションや誘客施策に取り組み、本市の一

層の魅力向上を図るということで、デジタル技

術を活用したサイクルツーリズムの推進や、Ａ

Ｒ・ＶＲ技術を用いた体験観光型サービスの構

築などの取組を進めることとしております。 

 次に、教育分野ですが、ＥｄＴｅｃｈによる

学びの変革を通して、八代の子供たち一人一人

の生きる力の育成を目指して、八代市ＥｄＴｅ

ｃｈ推進基本計画に基づく取組を推進すること

としております。デジタル教科書やＡＩドリル

の活用による学力向上の推進や不登校対策の充

実に向けたＩＣＴの活用など推進していくこと

としております。 

 次に、右の交通分野でございます。利用者の

移動ニーズ、地域の特性などに対応できるデジ

タルを活用した公共交通サービスの提供と既存

のサービスを補完する新たな移動サービスの導

入を検討し、移動手段の確保に取り組みますと

いうことで、持続可能な公共交通サービスの実

現として、公共交通への定額利用制度の導入、

それからキャッシュレス決済、ＡＩによる予

約・配車システム導入など、利用者にとって利

用しやすいサービスの実現を目指すこととして

おります。 

 後に、下のほうに記載してあります行政の

デジタル化では、国が示した自治体ＤＸ推進計

画において、全国の自治体が今後取り組んでい

く事項について記載をしております。 

 住民サービス向上のため、全国自治体システ

ムの標準化や共通化、また、マイナンバーカー

ドの普及促進や行政手続のオンライン化など、

今後、さらに行政の効率化を図りつつ、市民の

利便性向上につながる取組を進めていくことと

しております。 

 以上が八代市デジタル化推進基本計画の概要

でございます。 

 なお、本計画につきましては、２月２８日付

で策定をしまして、近日中にですね、市ホーム

ページなどで公表予定としております。また、

新年度の広報やつしろでも特集を組んでです

ね、市民の皆様に周知を図る予定としておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

○委員（山本敬晃君） 市の課題のところでも

あげられてます、デジタルディバイド対策につ

いて、具体的な取組を教えていただきたいと思

います。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） もう既に

実際に取組を進めておりますけれども、各校区

のですね、例えば、まちづくり協議会の皆様に

御案内してですね、地域のそういったスマホ教

室の開催をもう既に始めております。また、来

年度以降も同じような取組をですね、行って、

順次拡大していきたいというふうに考えている

ところです。 

 以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で八

代市デジタル化推進基本計画についてを終了い

たします。 
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・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（第三次八代市行財政改革大綱の一部見直しに

ついて） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、第三次八代市

行財政改革大綱の一部見直しについて説明を願

います。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 引き続

き、よろしくお願いいたします。 

 八代市第三次八代市行財政改革大綱の一部見

直しについて説明をさせていただきます。 

 資料につきましては、第三次八代市行財政改

革大綱並びに第三次八代市行財政改革大綱の一

部見直しについてという資料をお配りさせてい

ただいております。 

 説明につきましては、こちらの第三次八代市

行財政改革大綱の一部見直しについてという資

料で説明をさせていただきたいと思います。 

 資料の１ページ目を御覧いただきたいと思い

ます。 

 まず、第三次行財政改革大綱につきまして

は、平成３０年４月から８年間の計画というこ

とで策定をしておりまして、間もなく４年が経

過するところでございます。 

 今回の見直しの目的としましては、先ほど御

説明をいたしました八代市デジタル化推進基本

計画に定めております行政のデジタル化との整

合性を図るため、一部見直しを行うものでござ

います。 

 主な見直し項目としましては、大綱の改革の

柱の３、情報化の推進をデジタル化の推進と

し、また、その改革の方策の①情報通信技術の

活用をデジタル技術を活用へと見直しを行って

おります。 

 これまでにつきましては、情報通信技術に特

化した記載としておりましたが、八代市デジタ

ル化推進基本計画において、今後は、例えば、

ＡＩですとか、ＲＰＡ──ロボット関連技術な

ど、情報通信以外の先端技術も取り入れていく

こととしておりますことから、文言の見直しを

行っております。 

 また、その取組項目としましても、行政手続

のオンライン化やＡＩ・ＲＰＡの利用促進、Ｂ

ＰＲの推進やテレワーク・オンライン会議の推

進など、新たに追加や修正を行っております。 

 ちなみにＢＰＲとは、業務の抜本的な見直し

による効率化という意味でございます。 

 さらに、改革の方策の②情報セキュリティポ

リシーの遵守につきましても、八代市デジタル

化推進基本計画との整合性から、強化から徹底

へと文言を見直しております。 

 次の改革の柱の４、市民参画の推進の①行政

情報の発信や提供の取組項目の３つ目にオープ

ンデータの推進を追加しております。 

 オープンデータとは、行政機関が統計や行政

データなどを民間企業などが利用可能なルール

で公開する取組のことで、全国的にも観光や防

災、子育てなど様々な活用がなされております

ので、本市としましても、積極的な公開と市民

サービスへの利活用を推進していくこととして

おります。 

 資料の２ページ目以降につきましては、大綱

のですね、詳細な新旧対照表となっておりま

す。２ページ目から６ページ目までは、主に古

くなった内容の時点修正を記載しております。 

 また、７ページ以降につきましては、今説明

申し上げました主な見直し項目の詳細について

記載しておりますので、説明は省略をさせてい

ただきます。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について、何か

質疑・御意見等はありませんか。 

○委員（山本敬晃君） 現在の本市役所でのテ

レワークの実施状況といいますか、何かあれば

ちょっと教えてください。 

○デジタル推進課行革・デジタル推進係長（坂
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本友和君） デジタル推進課行革・デジタル推

進係長の坂本でございます。よろしくお願いし

ます。 

 テレワークの状況でございますけども、現

在、環境整備としましては、現在ですね、１０

００人がテレワークをできる環境は整えており

ます。そのうち、本年度ですね、在宅勤務を実

際実施している職員の人数が３月１０日現在で

６５４人。延べ人数ですね、６５４人になって

おります。このうち、在宅テレワークを実施し

ている数まではですね、ちょっと押さえており

ませんけども、環境としては十分職員が非常時

にはですね、テレワークできる環境は整ってい

るところでございます。 

 以上です。 

○委員（山本敬晃君） テレワークを推進して

いくということですけど、それはコロナにかか

って、例えば、無症状で仕事はできるから、そ

のときは在宅っていうのか。それとも、コロナ

かと関係なく、自宅とかで仕事ができるように

推進していくということ、どういう形で進めて

いくのか、ちょっと教えていただきたいです。 

○デジタル推進課行革・デジタル推進係長（坂

本友和君） お答えいたします。 

 当然、コロナとかですね、そういった急遽自

宅待機とかいうときには、ぜひテレワークを活

用して業務を行ってまいりますけども、今後は

そういったコロナに限らずですね、家庭の環境

でしたりとか、働き方をですね、柔軟な働き方

を推し進めていく必要がありますので、コロナ

に限ることなく、それぞれ職員の状況とか、そ

のときの職場のですね、状況に応じて柔軟にテ

レワークできるように推進していきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○委員長（古嶋津義君） いいですか。 

○委員（山本敬晃君） はい。 

○委員長（古嶋津義君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で第

三次八代市行財政改革大綱の一部見直しについ

てを終了します。 

                              

・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（八代市ケーブルテレビ事業におけるインター

ネットサービスの終了方針について） 

○委員長（古嶋津義君） 次に、八代市ケーブ

ルテレビ事業におけるインターネットサービス

の終了方針について説明を願います。 

○デジタル推進課長（鋤田敦信君） 引き続

き、よろしくお願いいたします。 

 八代市ケーブルテレビ事業におけるインター

ネットサービスの終了方針について説明をさせ

ていただきます。 

 資料につきましては、八代市ケーブルテレビ

事業におけるインターネットサービスの終了方

針についてという資料で説明をさせていただき

ます。 

 まず、資料の１ページ目を御覧いただきたい

と思います。 

 まず、経緯でございますが、八代市のケーブ

ルテレビは、平成１６年度より、中山間地域で

ある東陽・泉・坂本地域において、テレビ放送

の難視聴対策として事業化されております。 

 また、同地域は、当時民間事業者による高速

通信網ですね、当時はＡＤＳＬなどのインター

ネット回線が整備される見込みがなかったこと

から、それぞれの地域が整備してきたケーブル

テレビの回線を利用して、インターネットサー

ビスを提供してきており、それが現在の本市の

ケーブルテレビ事業のインターネットサービス

に引き継がれております。 

 さらに、平成２８年度からはケーブルテレビ

事業は、指定管理者制度を導入しており、民間

事業者のテレビやつしろ株式会社が指定管理者
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として、民間のノウハウを活用しながら管理運

営を行っていただいております。 

 また、本市では、平成３０年度から新たに光

ブロードバンド──光回線の整備事業を開始し

ておりますけれども、東陽・泉地域においては

既に整備が完了し、令和３年６月１８日から民

間の光ブロードバンドサービスを利用すること

が可能となっております。 

 さらに、坂本地域でも、既に工事が開始され

ており、令和４年度中には光ブロードバンドサ

ービスの提供が開始される計画となっておりま

す。 

 ここで、すいませんが、一旦資料３ページの

参考資料を御覧いただきたいと思います。 

 東陽・泉地域のケーブルテレビのインターネ

ットサービスの加入状況のグラフでございま

す。記載のとおり、光ブロードバンドサービス

開始前であります年度当初は５４９世帯あった

加入者数が、この光ブロードバンドサービスを

開始後、３月末見込みでは１０８世帯程度とな

り、約８割の世帯が民間の光ブロードバンドサ

ービスへの移行が見込まれており、さらに、来

年度も減少が見込まれます。 

 ここで申し訳ありませんが、再度１ページに

戻っていただきまして、下の段の方針のところ

を御覧ください。 

 このようなグラフの状況も踏まえまして、東

陽・泉地域については、令和４年度、来年度末

をもってケーブルテレビによるインターネット

サービスを終了することとしたいと考えており

ます。また、今後整備する坂本地域について

は、光ブロードバンドの整備状況を踏まえて、

ケーブルテレビインターネットサービスの終了

時期を検討することといたします。 

 次に、２ページ目を御覧いただきたいと思い

ます。 

 サービス終了の理由としましては、１、光ブ

ロードバンドの整備が完了することで、地域間

の情報格差は解消されることとなり、これまで

のケーブルテレビによるインターネットサービ

スの必要性がなくなることとなります。 

 ２、平成３０年度の八代市ケーブルテレビ管

理運営審議会において、民間の光インターネッ

トサービスが供給開始されれば、これまでのケ

ーブルテレビによるインターネットを終了する

こととの答申を受けております。 

 ３、先ほどのグラフのとおり、約８割の世帯

が民間の光ブロードバンドサービスへの移行が

進んでおり、ケーブルテレビインターネットの

利用料収入が大幅に減少しているため、これら

の状況を踏まえて終了することとしておりま

す。 

 また、東陽・泉地域の皆様への説明につきま

しては、本３月定例会終了後に、市政協力員の

方々やまちづくり協議会役員の皆様などへ説明

を行った後、支所だよりやケーブルテレビの行

政放送などで地域の皆様に周知を図ることとし

ております。また、要望等があればですね、地

元説明会などを開催するなど、丁寧に周知を図

ることとしております。 

 八代市ケーブルテレビ事業におけるインター

ネットサービスの終了方針については説明は以

上でございます。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で八

代市ケーブルテレビ事業におけるインターネッ

トサービスの終了方針についてを終了いたしま

す。 

 執行部入替えのため、小会いたします。

（｢ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午後４時３６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３７分 本会） 
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・行財政の運営に関する諸問題の調査 

（令和４年度組織機構再編の概要） 

○委員長（古嶋津義君） 本会に戻します。 

 次に、令和４年度組織機構再編の概要につい

て、説明を願います。 

○人事課長（田中博己君） 人事課の田中でご

ざいます。よろしくお願いいたします。着座に

て説明させていただきます。 

 令和４年度組織機構再編の概要でございま

す。本件につきましては、新たな行政課題や市

民ニーズに対応するとともに、効率的かつ効果

的な組織機構を構築するため、課の新設、移管

等を予定しております。 

 資料は、令和４年度組織機構再編の概要のほ

うを御覧ください。こちらに沿って説明させて

いただきます。 

 まず、市民環境部におきまして、１ 環境施

設課の新設を行います。この環境施設課の新設

につきましては、環境関連施設の迅速な整備及

び適切な維持管理を行うため、環境関連施設の

整備等の経験・ノウハウを持つ技術職員を集

約・一元化し、環境施設課を設置するものでご

ざいます。 

 また、これに合わせて、組織のスリム化・効

率化の観点から、環境部門の課を再編し、環境

課、循環社会推進課、環境施設課の３課に再編

をすることとしております。 

 次に、健康福祉部におきましては、２ 介護

保険課、高齢者支援課の新設を行います。この

再編につきましては、人生１００年時代におけ

る健康寿命の延伸と生きがいづくりの推進のた

め、長寿支援課を分割し、介護保険に特化した

介護保険課、その他の高齢者支援施策を集約し

て担う高齢者支援課を設置するものでございま

す。 

 次に、資料の２ページを御覧ください。 

 建設部におきましては、３ 復興整備課の新

設を行います。この再編につきましては、坂本

町の創造的復興を加速化するため、建設部に坂

本支所及び周辺のインフラ整備、地域ごとのま

ちづくり計画に基づく住まいの確保を実施する

復興整備課を設置するものでございます。な

お、この復興整備課の設置に伴い、総務企画部

に設置しております復興推進課は廃止いたしま

す。 

 課の再編については以上でございますが、４

その他、係の新設等においては、危機管理課の

再編、２係から３係へ拡充、こども未来課の再

編、こども家庭総合支援係の新設等、健康推進

課の再編、こども保健係、妊産婦保健係の新設

等、スポーツ振興課の再編、スポーツプロモー

ション係の新設等、教育政策課の再編、ＩＣＴ

教育推進係の新設を行うものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

○委員長（古嶋津義君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。ございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で令

和４年度組織機構再編の概要についてを終了い

たします。 

 執行部は御退席ください。（｢ありがとうご

ざいました」と呼ぶ者あり） 

（執行部 退席） 

○委員長（古嶋津義君） そのほか当委員会の

所管事務調査について何かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） なければ、以上で所

管事務調査２件についての調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き、閉会中の継続審査及び調査

の申し出をいたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 
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（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（古嶋津義君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、総務委員会を散会い

たします。 

（午後４時４２分 閉会） 
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